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一
　
序

　『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
、
太
政
官
大
書
記
官
村
田（
1
）保に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
、
全
六
冊
か
ら
成

る
活
字
本
で
あ（
2
）る。

そ
の
内
容
は
、
前
年
に
施
行
さ
れ
た
刑
法
（
以
下
、「
旧
刑
法
」
と
呼
称
す（
3
）る）
と
、「
古
今
各
国
ノ
刑
法
」
と
を
逐
条

的
に
対
比
し
て
ま
と
め
た
も
の
と
い
え
る
。「
古
今
各
国
ノ
刑
法
」
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス
ト

リ
ア
・
イ
タ
リ
ア
・
ロ
シ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ス
イ
ス
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
エ
ジ
プ
ト
・
イ
ン
ド
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ト
ル
コ
・
シ
チ
リ
ア
・
ハ
ワ
イ
・
ス
ペ
イ
ン
・
ロ
ー
マ
法ママ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ザ
ク
セ
ン
・
ヘ
ッ
セ
ン
・
メ

ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
・
ザ
ク
セ
ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
・
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
・ 

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
バ
イ
エ
ル
ン
・
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
・
ブ
レ
ー
メ
ン
・
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
・
ア
ッ
ペ
ン
ツ
ェ
ル
・
ベ
ル
ン
・ 

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
の
西
洋
型
刑
法
と
、
唐
律
・
明
律
・
大
宝
律
・
仮

刑
律
・
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
・
琉
球
新
集
科
律
・
旧
幕
教
令
類
纂
・
熊
本
藩
刑
法
・
和
歌
山
藩
国
律
・
盛
岡
藩
律
・
弘
前
藩
刑
法
・
仙

台
藩
刑
法
・
亀
岡
藩
議
定
書
・
名
古
屋
藩
仕
置
定
・
新
発
田
藩
新
律
の
東
洋
型
の
思
想
的
背
景
を
有
す
る
刑
法
を
指（
4
）す。

　『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
近
世
藩
法
史
料
の
な
か
で
類
を
み
な
い
「
活
字
」
と
し
て
存
在
す
る
史
料
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は

特
に
、
藩
法
史
料
覆
刻
の
補
訂
作
業
に
供
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
仙
台
藩
格
例
調
や
和
歌
山
藩
国
律
、
名
古
屋
藩
定
書
な
ど
を
覆
刻
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
史
料
の
状
態
か
ら
判
読
で
き
な
い
文
字
を
補
う
目
的
で
、『
各
国
刑
法
比
照
』
所
収
の
各
藩
刑
法
が
参
照
さ
れ（
5
）た。

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
設
置
の
司
法
省
に
よ
っ
て
蒐
集
・
保
存
さ
れ
た
史
料
を
所
蔵
す
る
法
務
図
書
館
の
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書

目
録
』
に
は
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
つ
い
て
、「
各
国
刑
法
と
並
ん
で
藩
刑
法
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
」
で
「
出
版
部
数
が
少
く

稀
覯
本
で
あ（
6
）る」

と
の
説
明
が
あ
る
。
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こ
う
し
て
『
各
国
刑
法
比
照
』
は
収
録
さ
れ
た
古
今
各
国
刑
法
の
う
ち
、
徳
川
時
代
の
「
藩
刑
法
」
に
特
化
し
た
研
究
が
お
こ
な
わ
れ

て
き
た
。
そ
の
一
方
で
『
各
国
刑
法
比
照
』
を
直
接
の
分
析
対
象
と
し
て
扱
っ
た
研
究
は
認
め
ら
れ
ず
、
作
成
の
目
的
や
全
体
的
な
収
録

内
容
の
分
析
と
い
っ
た
史
料
の
本
質
を
探
る
作
業
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
冒
頭
に
掲
げ
た
よ
う
に
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
は
、

断
片
的
で
は
あ
る
が
実
に
多
く
の
古
今
各
国
刑
法
の
条
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
意
味
を
問
い
た
い
。

　
近
代
日
本
法
制
史
上
、
明
治
十
四
年
の
政
変
あ
た
り
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
へ
の
転
換
期
を
迎
え
た
と
い
う
の
は
お
お
ま

か
な
認
識
で
あ
ろ
う
。
特
に
憲
法
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
文
の
憲
法
調
査
が
ド
イ
ツ
で
お
こ
な
わ
れ
、
明
治
政
府
の
方
針
と
し
て
依
拠
す

べ
き
「
法
」
を
、
箕
作
麟
祥
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
争

い
な
い
と
考
え（
7
）る。
無
論
、
右
は
単
な
る
傾
向
で
あ
っ
て
、
旧
刑
法
に
つ
い
て
い
え
ば
全
く
盲
目
的
に
フ
ラ
ン
ス
法
を
受
け
入
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
ベ
ル
ギ
ー
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
西
洋
各
国
の
刑
法
も
積
極
的
に
参
照
さ
れ（
8
）た。

フ
ラ
ン
ス
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
は
じ
め
と

す
る
お
雇
い
外
国
人
の
影
響
力
に
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
彼
ら
に
は
決
定
権
は
存
在
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
す

べ
て
の
法
案
は
審
査
・
修
正
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
論
で
詳
細
に
つ
い
て
触
れ
る
が
、
司
法
省
に
お
い
て
は
多
く
の
外
国
法
翻
訳
作

業
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
当
時
の
政
府
部
内
の
重
要
な
知
識
源
と
な
っ
て
い
た
。

　
以
上
を
考
慮
す
る
な
ら
、
当
時
翻
訳
さ
れ
た
外
国
法
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
編
纂
物
で
あ
る
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
つ
い
て
分
析
を
お

こ
な
う
こ
と
は
、
当
時
の
「
立
法
」
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
な
か
で
も
村
田
保
は
、
旧
刑
法
、
治
罪
法
、
明
治

民
法
な
ど
の
編
纂
に
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
関
与
し
、
明
治
期
の
法
典
編
纂
に
お
い
て
一
目
置
く
べ
き
人
物
で
あ
る
。
特
に
旧
刑
法
に

つ
い
て
は
強
力
な
主
導
権
の
も
と
で
公
布
に
導
い（
9
）たが

、
そ
の
村
田
の
編
集
物
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
明
治
政
府
の
立
法

の
方
向
性
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
そ
の
史
料
的
価
値

が
あ
き
ら
か
で
な
い
ま
ま
補
足
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
つ
い
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
印
刷
物
が
作
成
さ
れ
た
の
か
、

ま
た
は
こ
れ
ら
各
国
刑
法
に
か
か
わ
る
資
料
は
ど
の
よ
う
に
し
て
集
め
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
明
治
刑
法
史
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に
一
石
を
投
じ
た
）
10
（
い
。

二
　
本
　
論

㈠
　
概
　
要

　
村
田
保
『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
旧
刑
法
に
つ
い
て
、
条
文
の
内
容
に
関
係
の
あ
る
諸
外
国
刑
法
お
よ
び
旧
幕
府
法
・
藩
刑
法
、
明
治

初
期
に
相
次
い
で
制
定
さ
れ
た
復
古
主
義
的
刑
法
を
、
該
当
す
る
条
文
毎
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
巻
頭
の
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
に

よ
る
序
文
に
は
「
明
治
十
六
年
」
と
あ
る
が
、
出
版
事
項
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
山
県
の
序
文
は
次
の
通
り
。

法
ヲ
立
ル
ノ
確
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ハ
、
法
ヲ
講
ス
ル
ノ
精
ナ
ル
ニ
在
リ
。
法
ヲ
講
ス
ル
ノ
道
、
一
ニ
曰
之
ヲ
古
今
ニ
徴
ス
、
二
ニ
曰
之
ヲ
各
国
ニ
参

ス
。
夫
レ
之
ヲ
古
今
ニ
徴
シ
之
ヲ
各
国
ニ
参
シ
テ
而
シ
テ
後
之
ヲ
情
理
ニ
折
衷
ス
、
以
テ
大
過
ナ
カ
ル
ヘ
シ
。
村
田
書
記
官
古
今
各
国
ノ
刑
法
ヲ
比
シ

テ
之
ヲ
日
本
刑
法
ニ
対
照
シ
、
編
テ
一
部
ト
ナ
シ
、
以
テ
法
ヲ
講
ス
ル
ノ
資
ニ
供
ス
。
乃
チ
命
シ
テ
之
ヲ
印
刷
ニ
付
シ
、
以
テ
僚
官
ニ
頒
ツ
。

　
　
　
明
治
十
六
年
六
月
　
　
　
　
　
参
事
院
議
長
山
県
有
）
11
（

朋

右
に
よ
れ
ば
、『
各
国
刑
法
比
照
』
は
「
村
田
書
記
官
」
す
な
わ
ち
当
時
太
政
官
お
よ
び
内
務
省
の
大
書
記
官
で
あ
っ
た
村
田
保
に
よ
っ

て
「
法
ヲ
講
ス
ル
ノ
資
ニ
供
ス
」
た
め
作
成
さ
れ
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
六
月
、
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
に
よ
っ
て
「
僚
官
ニ

頒
」
た
れ
）
12
（

た
。
参
事
院
で
は
、
旧
刑
法
施
行
直
後
よ
り
同
法
の
全
面
改
正
の
議
論
が
生
じ
て
お
）
13
（

り
、
冒
頭
の
「
法
ヲ
立
ル
」（
立
法
）
は

こ
の
時
期
の
政
府
に
と
っ
て
喫
緊
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
村
田
保
は
、
明
治
十
六
年
六
月
、
参
事
院
に
は
出
仕
し
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て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
参
事
院
は
、
明
治
十
四
年
の
政
変
の
後
、
太
政
官
に
設
け
ら
れ
た
「
法
律
規
則
ノ
草
定
審
査
ニ
参
預
ス
ル
」
機
関

で
あ
）
14
（

る
。
立
法
機
関
と
の
位
置
づ
け
に
あ
る
元
老
院
を
牽
制
し
、
法
令
の
解
釈
や
法
案
の
起
草
を
お
こ
な
う
な
ど
広
範
な
権
限
の
も
と
で

そ
の
職
務
を
遂
行
し
）
15
（
た
。
村
田
は
参
事
院
設
置
当
初
、
そ
の
前
身
で
あ
る
法
制
局
に
出
仕
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
参
事
院
議
官
に
補
任
さ

れ
た
。
し
か
し
同
十
五
年
九
月
に
は
参
事
院
を
離
れ
、「
太
政
官
大
書
記
兼
内
務
大
書
記
官
」
と
な
り
、
同
十
六
年
『
職
員
録
』
参
事
院

の
項
に
も
そ
の
名
は
み
ら
れ
な
）
16
（

い
。
つ
ま
り
、『
各
国
刑
法
比
照
』
成
立
時
に
は
、
村
田
保
は
参
事
院
に
出
仕
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
同
年
五
月
頃
、
参
事
院
で
は
旧
刑
法
改
正
案
に
関
す
る
総
会
議
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
）
17
（
る
。
す
る
と
、『
各
国
刑
法
比
照
』
の
編

集
は
参
事
院
の
旧
刑
法
改
正
草
案
と
は
全
く
独
立
の
事
業
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
に
お
い
て
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
時
代
は
遡
る
が
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
一
月
七
日
、
司
法
省
は
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
に
か
わ
る
新
し
い

刑
法
典
編
纂
の
参
考
に
供
す
る
た
め
、
徳
川
時
代
の
藩
刑
法
の
蒐
集
を
各
府
県
に
命
じ
た
。
明
治
八
年
司
法
省
第
一
号
）
18
（
達
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
刑
罰
に
か
か
わ
る
法
令
が
集
め
ら
れ
た
が
、
結
果
的
に
制
定
さ
れ
た
旧
刑
法
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
刑

法
思
想
に
理
論
的
基
礎
を
置
く
も
の
と
な
っ
）
19
（
た
。
手
塚
豊
氏
は
、
同
司
法
省
達
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
藩
刑
法
の
一
部
が
『
各
国
刑
法
比

照
』
に
引
用
さ
れ
た
、
と
す
）
20
（

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
史
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
藩
刑
法
の
写
本
の
系
統
は
、
大
き
く
「
三
浦
本
」
と
「
村
田
本
」
に
わ
け
ら
れ
）
21
（
る
。
こ

の
分
類
は
平
松
義
郎
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
浦
本
は
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
京
都
大
学
三
浦
周
行
氏
が
作
成
し
た
東
京
帝
国

大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
司
法
省
旧
蔵
評
定
所
記
録
の
副
本
で
、
関
東
大
震
災
の
際
に
原
本
が
焼
失
し
た
も
の
を
指
）
22
（

す
。
一
方
で
、
同
じ
原

本
か
ら
写
し
と
ら
れ
た
史
料
に
、
村
田
本
が
あ
る
。
村
田
本
は
、
村
田
保
旧
蔵
文
書
の
な
か
に
み
ら
れ
る
藩
刑
法
史
料
で
あ
る
。
村
田
本

の
多
く
は
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
が
所
蔵
し
、
同
大
学
図
書
館
に
は
、『
新
発
田
藩
新
律
』
お
よ
び
『
盛
岡
藩
文
化
律
　
他
九
点
』
と
題

す
る
簿
冊
が
残
さ
れ
て
い
）
23
（
る
。
三
浦
本
と
村
田
本
の
関
係
に
つ
い
て
平
松
氏
は
、「
村
田
本
藩
法
の
大
部
分
と
司
法
省
・
三
浦
本
と
の
間



法学政治学論究　第92号（2012.3）

40

に
は
明
ら
か
に
転
写
本
と
底
本
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
」
と
結
論
づ
け
）
24
（
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
八
年
司
法
省
第
一
号
達
に
よ
っ
て
藩
刑

法
が
蒐
集
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
村
田
本
と
い
う
転
写
本
が
作
成
さ
れ
、
村
田
本
か
ら
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
引
用
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

加
え
て
平
松
氏
は
、
本
来
な
ら
ば
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
で
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
藩
刑
法
が
、
漢
字
片
仮
名
を
使
用
し
て
記
さ
れ
て
い
る

点
を
指
摘
し
、『
各
国
刑
法
比
照
』
は
旧
刑
法
の
「
解
釈
・
比
較
の
た
め
の
か
な
り
尨
大
な
参
考
資
料
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
中
国
・
日

本
関
係
の
東
洋
刑
法
に
限
っ
て
い
え
ば
、「
列
挙
の
順
序
は
律
系
統
の
刑
法
典
を
先
に
出
し
て
、
中
国
律
、
日
本
律
、
お
よ
び
琉
球
律
と

し
、
中
央
政
府
の
統
一
法
典
お
よ
び
新
政
府
の
い
わ
ば
付
庸
の
邦
の
法
典
を
並
べ
、
次
に
江
戸
期
幕
藩
の
固
有
法
的
性
格
の
濃
厚
な
分
裂

政
権
の
法
規
が
続
く
」
と
し
、
そ
の
う
え
で
、
村
田
本
『
旧
名
古
屋
藩
定
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
村
田
保
旧
蔵
文
書
の
藩
刑
法
に
か
か
る

写
本
に
つ
い
て
、「
各
国
刑
法
比
照
の
ご
と
き
条
文
対
照
を
既
に
目
標
と
し
て
設
定
し
て
い
た
」、
す
な
わ
ち
転
載
を
前
提
と
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
）
25
（

る
。

　
藩
刑
法
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
村
田
自
身
が
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
に
日
本
法
律
学
校
（
現
日
本
大
学
法
学
部
）
で
お
こ
な
っ
た

特
別
講
義
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
顧
す
る
。

寺
社
奉
行
と
か
町
奉
行
と
か
評
定
所
吟
味
役
と
か
留
役
と
い
う
ご
と
き
者
は
今
日
の
裁
判
官
に
し
て
、
法
律
に
関
す
る
こ
と
は
親
子
兄
弟
と
い
え
ど
も

話
を
せ
ぬ
と
い
う
誓
い
を
立
て
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
人
と
い
え
ど
も
法
律
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
故
に
、
各
藩
に
法
律
書
を
集
め

る
に
も
、
或
は
中
に
は
焼
棄
て
て
仕
舞
っ
た
と
い
う
よ
う
な
類
が
あ
る
。
私
な
ど
も
刑
法
書
は
大
分
集
め
て
居
り
ま
す
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）、

中
に
は
其
跡
を
見
る
事
が
出
来
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
）
26
（

す

右
に
よ
れ
ば
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
収
め
ら
れ
た
藩
刑
法
は
、
村
田
が
個
人
的
に
蒐
集
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
で
、
伝

記
『
村
田
水
産
翁
伝
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
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明
治
七
年
二
月
（
村
田
は

―
筆
者
註
）
左
院
五
等
議
官
を
命
ぜ
ら
れ
、
刑
法
改
正
専
務
を
仰
附
け
ら
れ
、
後
、
刑
法
取
調
局
の
設
置
せ
ら
る
る
や
、

各
国
刑
法
を
基
礎
と
し
、
三
等
出
仕
松
岡
時
敏
氏
の
意
見
を
参
考
と
し
て
、
新
刑
法
草
案
の
作
成
に
従
事
し
、
同
十
二
月
に
至
り
て
漸
く
結
了
し
、
左

院
副
議
長
伊
地
知
正
治
氏
に
復
命
す
。「
各
国
刑
法
比
照
」
五ママ
巻
は
、
実
に
当
時
の
調
査
に
係
る
も
の
な
）
27
（

り

廃
藩
置
県
後
、
太
政
官
が
設
置
し
た
立
法
府
に
相
当
す
る
左
院
に
お
い
て
「
校
正
律
例
」
と
呼
ば
れ
る
刑
法
草
案
が
作
成
さ
れ
）
28
（

た
。
こ
の

校
正
律
例
は
旧
刑
法
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
、
結
局
陽
の
目
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
左
院
法
制
課
に
出
仕
し
て
い
た
村
田
保
は
、

校
正
律
例
起
草
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
各
国
刑
法
比
照
』
が
「
明
治
七

年
」
の
校
正
律
例
起
草
「
当
時
の
調
査
に
係
る
も
の
」
を
編
集
し
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
の
い
う
よ
う
に
藩
刑
法

の
蒐
集
時
期
が
明
治
八
年
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
前
年
の
調
査
資
料
を
も
と
に
『
各
国
刑
法
比
照
』
が
編
集
さ
れ
た
と
す
る
こ
の
記

述
の
信
ぴ
ょ
う
性
に
つ
い
て
は
、
疑
い
を
挟
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、『
各
国
刑
法
比
照
』
は
全
六
冊
か
ら
成
り
、
同
九
年
に
出
版
さ

れ
た
村
田
の
『
律
例
権
衡
便
覽
』（
全
五
）
29
（
冊
）
と
混
同
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
得
る
。
伝
記
に
は
他
に
も
誤
記
が
認
め
ら
れ
、

右
記
述
を
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
伝
記
以
外
に
直
接
的
に
編
集
の
内
容
を
あ
き
ら
か
に
す
る
具
体
的
な
史
料

は
見
い
だ
せ
な
い
現
状
に
あ
る
。

　
手
塚
豊
氏
は
、『
各
国
刑
法
比
照
』
を
参
事
院
編
集
の
「
大
調
査
書
」
と
評
価
す
）
30
（
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
で
は
、
新
刑
法
起
草
の
た
め

の
調
査
書
で
あ
る
の
か
、「
法
律
規
則
ノ
疑
義
ニ
付
省
使
庁
府
県
ノ
質
問
ニ
答
ヘ
説
明
を
与
）
31
（

フ
」、
す
な
わ
ち
法
令
の
解
釈
の
た
め
の
も
の

で
あ
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
平
松
義
郎
氏
は
、
漢
字
・
平
仮
名
交
じ
り
の
文
章
で
起
草
さ
れ
た
は
ず
の
徳
川
時
代
の
法
令
が
、
漢

字
片
仮
名
交
じ
り
に
修
正
さ
れ
て
い
る
）
32
（

点
に
つ
い
て
指
摘
し
、
村
田
が
「
諸
刑
法
典
の
法
条
・
法
規
を
集
中
的
に
収
集
し
よ
う
と
し
」
あ

る
い
は
「
諸
種
の
刑
法
を
法
条
・
法
文
の
形
で
認
識
し
よ
う
と
し
）
33
（
た
」
と
、
立
法
の
た
め
の
調
査
書
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
お
よ
び
現
在
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
い
る
史
料
か
ら
は
、『
各
国
刑
法
比
照
』
の
具
体
的
な
編
集
経
緯
を
詳
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ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
収
録
さ
れ
た
諸
外
国
刑
法
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
み

る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
法
務
省
に
残
さ
れ
た
各
国
の
刑
法
を
比
較
し
て
ま
と
め
た
三
つ
の
編
集
物
、『
刑
法
表
』・『
各
国
刑
法
類
纂
』

お
よ
び
『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
を
用
い
て
考
察
を
加
え
る
。

㈡
　
類
書
と
の
比
較

1
　『
刑
法
表
』

　『
刑
法
）
34
（

表
』
は
、
司
法
省
で
作
成
さ
れ
た
『
各
国
刑
法
比
照
』
と
同
年
月
の
序
文
が
付
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
六
月
司
法

省
第
八
局
に
お
い
て
編
集
さ
れ
た
が
、
お
も
に
西
欧
型
刑
法
を
比
較
対
象
と
し
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
エ
ジ
プ
ト
・
イ
タ
リ
）
35
（
ア
・
ベ
ル 

ギ
ー
・
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
イ
ン
ド
・
清
・
プ
ロ
イ
セ
ン
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
各
刑
法
が
引
用
さ
れ
た
。
旧
刑
法
の

個
々
の
条
文
に
相
当
す
る
諸
外
国
刑
法
の
規
定
を
表
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
刑
法
表
』
は
、
旧
刑
法
を
軸
に
各
国
刑
法

を
類
別
対
比
す
る
『
各
国
刑
法
比
照
』
と
似
か
よ
っ
た
特
徴
を
持
ち
な
が
ら
、
本
質
的
に
は
異
な
っ
た
性
格
を
有
す
る
。
第
一
に
、
対
象

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
外
国
刑
法
が
『
刑
法
表
』
で
は
西
欧
型
の
も
の
（
清
を
除
く
）
十
二
ヶ
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
各

国
刑
法
比
照
』
で
は
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
各
邦
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
刑
法
を
含
む
四
十
ヶ
国
に
の
ぼ
る
外
国
刑
法
を
引
用
し
、
さ
ら
に
、

東
洋
の
古
代
律
や
藩
刑
法
を
も
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
条
文
形
式
に
し
て
列
挙
し
た
。
第
二
に
、
三
十
年
間
「
専
売
ノ
権
」
を
付
与
さ
れ

る
版
権
を
『
刑
法
表
』
は
申
請
し
所
有
し
て
い
）
36
（
る
の
に
対
し
て
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
は
そ
の
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
。
以
上
を
考
慮
す

る
と
、
司
法
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
『
刑
法
表
』
は
、
当
時
の
「
司
法
官
」
す
な
わ
ち
立
法
に
か
か
わ
る
司
法
官
僚
に
加
え
て
、
判
事

や
検
事
と
い
っ
た
裁
判
に
直
接
に
関
与
す
る
幅
広
い
層
を
対
象
と
す
る
参
考
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
、
印
行
・
出
版
さ
れ
た
も
の
と
い

え
）
37
（

る
。
事
実
、『
刑
法
表
』
は
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
研
究
機
関
で
所
蔵
さ
れ
る
。
静
岡
地
方
裁
判
所
掛
川
支
部
が
静
岡
大
学
附

属
図
書
館
に
寄
贈
し
た
明
治
期
刊
行
図
書
の
な
か
に
も
『
刑
法
表
』
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
明
治
期
の
裁
判
所
に
お
い
て
『
刑
法
表
』
が
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法
令
解
釈
の
た
め
の
資
料
と
し
て
供
さ
れ
て
い
た
傍
証
と
な
ろ
）
38
（
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
は
版
権
も
奥
付
も
な
く
、
政

府
の
「
内
部
資
料
」
と
し
て
印
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
）
39
（

い
。
先
述
の
よ
う
に
法
務
省
目
録
は
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
つ
い
て
、

「
出
版
部
数
が
少
く
稀
覯
本
で
あ
る
」
と
評
す
る
が
、
そ
も
そ
も
『
各
国
刑
法
比
照
』
が
実
際
に
一
般
向
け
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
は
考

え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　『
刑
法
表
』
を
編
集
し
た
司
法
省
第
八
局
は
、「
常
ニ
法
律
規
則
ノ
改
良
ニ
注
意
シ
総
テ
其
増
補
改
正
及
ヒ
創
制
ス
ヘ
キ
者
ハ
之
ヲ
調
査

シ
テ
卿
ニ
具
申
シ
其
裁
決
ヲ
受
テ
之
ヲ
処
弁
ス
」
る
こ
と
を
職
掌
と
す
）
40
（
る
。
そ
の
職
務
の
み
に
着
目
す
れ
ば
、
参
事
院
と
似
か
よ
っ
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、『
刑
法
表
』
と
同
じ
目
的
で
作
成
さ
れ
た
「
参
考
資
料
」
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
に
目

を
向
け
た
と
き
、
た
と
え
ば
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
収
め
ら
れ
た
盛
岡
藩
律
な
ど
は
旧
幕
府
の
御
定
書
百
箇
条
を
継
受
し
た
も
の
で
、
個

別
の
事
件
に
対
す
る
法
解
釈
に
一
役
買
う
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、『
刑
法
表
』
の
よ
う
に
実

際
の
法
の
適
用
に
際
し
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
解
釈
の
指
針
を
示
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
、
実
務
に
お
け
る
参
考
資
料
と
は

異
な
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
可
能
と
な
る
。

2
　『
各
国
刑
法
類
纂
』

　
次
に
、『
各
国
刑
法
類
）
41
（

纂
』
と
比
較
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。『
各
国
刑
法
類
纂
』
は
、
旧
刑
法
編
纂
史
の
な
か
で
よ
く
参
照
さ
れ
る
史

料
で
あ
る
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、
明
治
八
年
司
法
省
第
一
号
達
に
よ
り
旧
藩
刑
法
が
蒐
集
さ
れ
旧
刑
法
の
編
纂
に
供
さ
れ
た
が
、
結
果

的
に
は
、
旧
刑
法
は
西
欧
特
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
か
ら
多
く
の
規
定
を
継
受
し
た
。
旧
刑
法
の
編
纂
過
程
は
お
お
ま
か
に
四
つ
の
段
階
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
司
法
省
は
当
初
、
日
本
人
編
纂
委
員
の
み
で
編
纂
を
お
こ
な
っ
た
が
、
な
か
な
か
進
捗
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

お
雇
い
外
国
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
原
案
を
起
草
さ
せ
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
草
案
を
完
成
さ
せ
て
い
く
よ
う
方
針
を
転
換
し
た
。

完
成
し
た
草
案
は
、
太
政
官
に
上
呈
さ
れ
、
村
田
保
も
審
査
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
刑
法
草
案
審
査
局
に
お
い
て
修
正
が
加
え
ら
れ
、
最

終
的
に
元
老
院
の
審
議
を
経
て
公
布
と
な
っ
た
。『
各
国
刑
法
類
纂
』
は
、
旧
刑
法
草
案
起
草
の
司
法
省
で
の
初
期
段
階
に
お
い
て
、
個
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別
内
容
の
「
軽
重
権
衡
ノ
得
失
」
を
議
論
す
る
目
的
で
、
類
似
す
る
条
項
を
類
別
対
比
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
司
法
省
の
確
定
稿
「
日
本
刑

法
草
案
」
を
上
呈
す
る
に
際
し
て
添
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
各
国
刑
法
比
照
』
に
匹
敵
す
る
多
く
の
外
国
刑
法
が
利
用
さ
れ
た
一
方

で
、「
皇
朝
支
那
ノ
律
ハ
己ママ
ニ
熟
ス
ル
所
故
ニ
、
概
ネ
省
略
ニ
従
フ
」
と
さ
れ
）
42
（
た
。

　『
刑
法
表
』
と
『
各
国
刑
法
類
纂
』
は
、
西
洋
型
刑
法
を
重
点
的
に
蒐
集
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
同
系
統
の
史
料
と
い
え
る
。
ま
た
、

両
書
は
の
ち
に
一
般
向
け
に
出
版
さ
れ
た
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
明
治
初
頭
、
徳
川
時
代
の
政
策
も
あ
っ
て
、
西
洋
諸
国
の

法
律
に
関
す
る
知
識
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
新
律
綱
領
の
よ
う
な
「
律
」
に
基
づ
く
法
典
が
制
定
さ
れ
た
の
も
こ
う
し
た
背
景
に
よ
る

も
の
で
、
外
国
法
の
翻
訳
は
急
務
の
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
明
治
二
年
、
政
府
は
箕
作
麟
祥
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
翻
訳

を
命
じ
、
司
法
卿
江
藤
新
平
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
翻
訳
は
急
が
れ
、
刑
法
・
民
法
・
憲
法
・
商
法
・
治
罪
法
・
訴
訟
法
の
六
法
か
ら
成
る

『
仏
蘭
西
法
律
書
』
が
完
成
、
巷
で
重
宝
が
ら
れ
る
こ
と
と
な
）
43
（

る
。
村
田
保
も
箕
作
の
翻
訳
を
受
け
て
、「
是
は
十
分
考
え
すママ
は
な
る
ま
い

研
究
を
せ
ね
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
考
へ
か
起
つ
て
、
そ
れ
か
ら
段
々
支
那
の
法
律
は
か
り
て
は
往
か
ぬ
」
と
い
う
こ
と
を
誰
と
な
く
唱
え
る

よ
う
に
な
っ
た
、
と
回
顧
す
）
44
（

る
。
そ
う
し
て
や
が
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
多
く
の
外
国
法
が
翻
訳
さ
れ
て
い
く
。
司
法
省
に
出
仕
し

た
加
太
邦
憲
は
当
時
の
外
国
法
翻
訳
の
状
況
を
、
次
の
よ
う
に
ふ
り
か
え
る
。

翻
訳
に
つ
き
当
時
の
状
況
を
一
言
せ
ん
に
、
本
邦
近
世
の
文
化
は
即
ち
西
洋
文
明
の
輸
入
に
し
て
、
万
の
制
度
・
文
物
を
一
度
に
輸
入
す
る
こ
と
な
れ

ば
、
洋
書
の
翻
訳
急
を
要
し
た
る
も
、
明
治
初
年
は
洋
学
者
の
数
少
な
き
を
以
て
そ
の
需
要
を
充
た
す
能
わ
ざ
り
し
が
、
十
年
前
後
に
は
洋
学
者
も
増

加
し
、
二
十
年
前
後
ま
で
は
盛
ん
に
翻
訳
を
為
し
、
や
や
訳
書
も
揃
い
、
制
度
・
文
物
皆
こ
れ
に
よ
り
て
緒
に
就
き
、
進
歩
発
達
の
途
を
開
き
た
り
。

然
れ
ど
も
、
当
時
は
そ
の
輸
入
す
る
事
項
に
つ
き
未
だ
識
見
も
な
け
れ
ば
善
悪
の
区
分
も
立
た
ず
、
無
暗
に
模
倣
せ
ん
と
し
て
、
こ
れ
、
日
も
足
ら
ざ

る
の
有
様
な
り
き
。
故
に
世
人
は
こ
の
過
渡
期
を
翻
訳
時
代
と
称
し
た
）
45
（
り
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『
各
国
刑
法
比
照
』
に
収
録
さ
れ
た
外
国
刑
法
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
翻
訳
時
代
」
の
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
加
太
は
、

明
治
二
十
二
年
の
明
治
憲
法
発
布
お
よ
び
そ
の
直
後
よ
り
盛
ん
に
な
っ
た
法
典
論
争
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
法
律
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
適
用

す
る
こ
と
に
対
す
る
非
難
が
高
ま
り
、「
一
般
思
想
の
著
し
く
発
達
し
来
り
、
始
め
て
西
洋
の
文
物
を
、
我
が
風
俗
は
素
よ
り
進
歩
の
程

度
に
応
じ
て
咀
嚼
し
得
る
に
至
れ
る
」
と
す
る
。
加
太
の
翻
訳
は
「
司
法
省
に
献
」
じ
、「
司
法
省
に
お
い
て
印
刷
に
附
し
、
各
法
衙
に

分
賦
」
す
る
も
の
と
、「
私
に
こ
れ
を
出
版
す
」
る
も
の
と
あ
っ
た
。
司
法
省
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
は
、「
過
渡
時
代
の
も
の
な
れ
ば
、

今
は
価
値
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
も
一
時
は
参
考
と
し
て
大
い
に
役
立
ち
た
り
」。
自
費
出
版
の
も
の
も
翻
訳
語
の
追
求
や
研
究

の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
状
況
と
藩
刑
法
の
事
情
と
を
鑑
み
る
と
、「
官
版
」
で
あ
る
『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
司
法
省
翻
訳
の
外
国
刑
法
を
借
用
し

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
か
ぎ
っ
て
言
え
ば
、『
各
国
刑
法
比
照
』
お
よ
び
『
各
国
刑
法
類
纂
』
の
両
書
は
、
同
一

の
底
本
、
す
な
わ
ち
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
よ
り
規
定
を
引
用
す
る
。
箕
作
麟
祥
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
に
は
、
初
訳
本
・
校
正
本
・
増
訂
本

の
三
種
類
が
存
在
す
る
が
、『
各
国
刑
法
比
照
』・『
各
国
刑
法
類
纂
』
は
両
書
と
も
に
、
校
正
本
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
を
底
本
と
し
）
46
（

た
。

し
か
し
、
そ
の
他
す
べ
て
の
各
国
刑
法
が
同
様
の
底
本
を
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
ド
イ
ツ
各
邦
刑
法
に
つ
い
て
は
顕
著
な

差
異
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
引
用
に
供
さ
れ
た
史
料
は
何
か
。
こ
こ
で
、
次
に
か
か
げ
る
史
料
に
注
目
し
た
い
。

3
　『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』

　
法
務
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
各
国
刑
法
比
較
纂
）
47
（

集
』
は
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
の
翻
訳
・
調
査
過
程
で
作
成
さ
れ

た
史
料
で
あ
る
。
史
料
に
は
、「
元
老
院
ニ
於
テ
「
フ
ル
ベ
ッ
キ
」
氏
口
授
」
と
の
朱
書
が
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
系
ア
メ
リ
カ
人
フ
ル
ベ
ッ

キ
は
、
多
く
の
外
国
法
翻
訳
に
た
ず
さ
わ
り
内
閣
文
庫
な
ど
に
も
そ
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
布
教
の
た
め
来
日
し
た
宣
教

師
で
あ
っ
て
、
法
律
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
日
本
法
制
史
の
領
域
で
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
や
ロ
エ
ス
ラ
ー
に
比
し

て
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
果
た
し
た
役
割
は
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
じ
め
て
言
及
し
た
の
は
、
大
橋
昭
夫
お
よ
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び
平
野
日
出
雄
両
氏
で
あ
）
48
（
る
。
事
実
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
読
ん
で
お
り
、
箕
作
麟
祥
は
『
仏
蘭
西
法
律

書
』
翻
訳
の
過
程
に
お
い
て
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
質
問
し
て
い
）
49
（

た
。
大
橋
・
平
野
両
氏
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
口
述
し
た
外

国
法
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
国
立
公
文
書
館
所
蔵
内
閣
文
庫
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
が
あ
）
50
（
る
。
フ
ル 

ベ
ッ
キ
が
元
老
院
に
雇
わ
れ
て
い
た
明
治
八
年
よ
り
同
十
年
ま
で
の
間
に
翻
訳
し
た
も
の
と
推
定
し
、
改
定
律
例
や
旧
刑
法
の
制
定
に
大

き
く
貢
献
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

　
法
務
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
は
、
前
掲
の
内
閣
文
庫
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
を
も
と
に
作
成
さ
れ

た
簿
冊
で
あ
）
51
（

る
。
冒
頭
に
は
、「
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
」
と
の
墨
書
に
朱
書
で
「
独
逸
聯
邦
及
」
お
よ
び
「
書
」
に
抹
消
線
が

引
か
れ
、「
纂
集
」
の
文
字
が
加
え
ら
れ
た
。
両
書
の
大
き
な
違
い
は
、
そ
の
分
量
で
あ
る
。『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
は
九
四

丁
の
簿
冊
一
冊
の
み
で
、
第
三
十
ま
で
あ
る
目
次
の
う
ち
第
七
ま
で
し
か
本
文
が
な
い
。
そ
の
一
方
で
、『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
は

『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
の
七
倍
以
上
に
の
ぼ
る
七
一
三
丁
、
全
三
冊
か
ら
成
る
膨
大
な
調
査
史
料
で
あ
る
。
法
務
省
の
目
録

は
「
明
治
二
十
年
前
後
の
文
書
と
思
わ
れ
る
」
と
の
説
明
を
付
）
52
（

す
。
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
元
老
院
に
雇
わ
れ
た
の
は
先
述
の
通
り
同
十
年
ま
で

で
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
解
題
を
付
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
膨
大
な
量
の
『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
を
ひ
も
と
く
と
、

そ
の
な
か
に
、
氏
家
と
か
今
村
と
い
っ
た
、『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
に
は
み
ら
れ
な
い
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
何
よ
り

『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
と
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
収
め
ら
れ
た
ド
イ
ツ
各
国
刑
法
は
、
語
句
が
す
べ
て
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

両
者
は
共
通
の
資
料
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
）
53
（

る
。
以
下
『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

　
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
元
老
院
に
て
「
口
授
」
し
た
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
を
筆
記
し
た
の
は
、
元
老
院
権
大
書
記
生
光
増
重
健

で
あ
る
。
光
増
重
健
通
称
三
郎
は
、
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
正
月
生
ま
れ
の
三
潴
県
士
族
で
明
治
元
年
よ
り
同
十
年
官
を
辞
す
る
ま

で
新
政
府
に
出
仕
す
る
が
、
そ
の
役
職
は
書
記
な
ど
の
雑
用
が
お
も
な
も
の
で
あ
っ
）
54
（
た
。
フ
ル
ベ
ッ
キ
翻
訳
の
筆
記
に
は
、
光
増
の
ほ
か



『各国刑法比照』をめぐる一考察

47

に
も
数
名
か
か
わ
っ
た
人
物
が
い
）
55
（
る
も
の
の
、
明
治
九
年
一
月
以
降
光
増
は
、「
只
一
人
ニ
テ
ウ
ュ
ル
ベ
ツ
キ
氏
対
訳
引
受
居
」
っ
て

い
）
56
（

た
。
光
増
の
出
仕
し
た
元
老
院
「
調
査
課
」
は
、「
既
定
ノ
法
令
規
則
ヲ
詳
明
ニ
シ
旧
典
古
記
中
ノ
法
律
ニ
関
ス
ル
者
ヲ
編
纂
シ
各
国

ノ
法
律
ヲ
研
精
シ
且
洋
籍
ヲ
翻
訳
」
し
、
ま
た
、「
雇
外
国
人
ヲ
管
理
シ
之
ニ
就
テ
疑
義
ヲ
質
問
シ
翻
訳
ヲ
命
シ
口
訳
ヲ
筆
記
ス
可
）
57
（
シ
」

と
い
う
職
掌
で
あ
る
。
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
聖
書
の
翻
訳
を
お
こ
な
う
な
ど
語
学
能
力
に
優
れ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
光
増
が
従
事
し
た
の

は
お
そ
ら
く
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
言
葉
を
筆
記
す
る
と
い
う
書
記
と
し
て
の
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較

書
』
を
め
ぐ
る
光
増
重
健
と
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
か
か
わ
る
史
料
は
少
な
）
58
（
い
が
、
公
文
録
に
興
味
深
い
史
料
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
九
年

六
月
二
十
三
日
、
元
老
院
雇
の
光
増
を
「
司
法
省
ヘ
採
用
被
致
度
」
と
す
る
文
書
で
あ
）
59
（

る
。
司
法
省
へ
光
増
が
借
り
だ
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
元
老
院
は
「
差
支
無
之
」
と
許
可
し
た
が
、
光
増
は
「
病
患
」
の
た
め
出
頭
せ
ず
、
同
年
十
月
の
再
度
の
照
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
の
後
の
光
増
の
活
動
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
翌
十
年
に
新
政
府
を
「
廃
官
」
と
な
っ
て
い
）
60
（

る
。

　
司
法
省
が
光
増
重
健
を
指
定
し
て
元
老
院
に
人
材
の
借
り
だ
し
を
依
頼
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
光
増
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
か
か
る
法
律

知
識
が
重
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
特
に
明
治
九
年
五
月
に
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
と
す
る
法
典
編
纂
が
開
始
し
、
同
年
十
二
月

二
十
八
日
、
旧
刑
法
草
案
「
第
一
稿
」
が
校
了
す
）
61
（
る
。
司
法
省
に
お
い
て
、
当
時
と
し
て
は
手
に
入
り
に
く
い
ド
イ
ツ
各
邦
の
刑
法
を
フ

ル
ベ
ッ
キ
の
知
識
に
求
め
た
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
光
増
が
司
法
省
へ
出
仕
で
き
な
く
と
も
、
写
本
の
送
付
で
法
律
知
識
の
授
受

は
可
能
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
司
法
省
旧
蔵
書
を
引
き
継
ぐ
法
務
図
書
館
が
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
と
類
す

る
写
本
を
数
種
所
蔵
す
る
経
緯
に
も
納
得
で
き
る
。

　
さ
て
、
司
法
省
に
お
い
て
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
よ
る
法
律
知
識
が
求
め
ら
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
が
、
法
務
図
書
館
所
蔵
『
各
国
刑
法
比

較
纂
集
』
は
あ
く
ま
で
も
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
を
下
敷
き
と
し
て
あ
ら
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
稿
本
で
あ
る
。
先
述
の
通

り
、
史
料
中
に
は
、「
氏
家
訳
」
と
か
「
今
村
研
介
訳
稿
」
と
い
っ
た
具
体
的
に
翻
訳
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
名
が
散
見
さ
れ
）
62
（

る
。

　
今
村
研
介
は
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
六
月
五
日
長
州
に
生
ま
れ
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
二
月
十
八
日
に
陸
軍
省
一
三
等
に
補
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せ
ら
れ
た
の
が
政
府
へ
の
初
出
仕
で
あ
）
63
（
る
。
同
年
八
月
に
は
司
法
省
に
出
仕
、
同
十
三
年
に
依
願
免
官
と
な
る
ま
で
司
法
省
で
働
い
た
。

そ
の
後
、
内
務
省
御
用
掛
、
衛
生
局
事
務
な
ど
を
歴
任
し
、
翌
十
四
年
五
月
七
日
、
太
政
官
法
制
部
に
勤
務
、
同
年
十
月
二
十
七
日
に
は

参
事
院
書
記
生
に
任
命
さ
れ
た
。
同
二
十
年
に
司
法
参
事
官
と
な
る
ま
で
、
今
村
は
太
政
官
、
お
も
に
参
事
院
で
法
典
編
纂
の
御
用
掛
や

制
度
の
取
調
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
山
脇
）
64
（
玄
と
と
も
に
『
独
逸
六
）
65
（
法
』
の
翻
訳
書
を
出
版
す
る
な
ど
ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
能
力
に
長
け

て
い
た
。
一
方
の
「
氏
家
」
は
、
姓
の
み
で
判
然
と
し
な
い
が
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
司
法
省
に
出
仕
し
た
人
物
に
三

等
属
「
氏
家
邦
憲
」
な
る
者
の
名
が
み
え
る
。
あ
る
い
は
『
独
孛
政
）
66
（
典
』
の
出
版
に
た
ず
さ
わ
っ
た
「
氏
家
禎
介
」
な
る
人
物
で
あ
ろ
う

か
。
氏
家
禎
介
は
明
治
政
府
に
出
仕
し
た
形
跡
は
な
い
が
、
今
村
研
介
と
の
共
通
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
田
保
も
栄
誉
会
員
を
務
め

る
独
逸
学
協
会
員
な
の
で
あ
）
67
（
る
。

　『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
は
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
口
述
の
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す

べ
て
が
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
翻
訳
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
入
手
し
た
何
ら
か
の
資
料
を
今
村
と
氏
家
が
翻
訳
す
る
こ
と
で
全

体
を
完
成
さ
せ
た
の
か
、
あ
る
い
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
中
断
し
た
作
業
を
今
村
と
氏
家
が
引
き
継
い
だ
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
先
述
の
よ
う
に
「
明
治
二
十
年
前
後
の
文
書
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。『
各
国
刑
法
比
照
』
に
引
用
さ
れ
た
条
文
に
、

『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
に
摘
示
さ
れ
る
条
文
と
同
じ
も
の
が
大
量
に
引
用
さ
れ
て
い
る
点
は
、『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
は
少
な
く
と
も

明
治
十
六
年
頃
ま
で
に
は
翻
訳
が
終
了
し
、
村
田
保
は
何
ら
か
の
形
で
『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
あ
る
い
は
そ
の
写
本
を
入
手
し
て
『
各

国
刑
法
比
照
』
の
各
国
刑
法
の
転
載
に
供
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢
　
羅
馬
法
に
つ
い
て

　
以
上
、
法
務
図
書
館
に
残
さ
れ
た
類
書
を
も
と
に
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
収
録
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
先

掲
の
三
つ
の
史
料
に
は
「
羅
馬
法
」
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
項
を
改
め
て
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
ロ
ー
マ
法
が
掲
載
さ
れ
た
理
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由
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　『
各
国
刑
法
比
照
』
に
は
当
時
の
現
行
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
を
多
数
収
録
す
る
一
方
で
、
十
世
紀
以
上
も
昔
の
ロ
ー
マ
法
が
収
め
ら
れ
た
。

三
十
三
項
目
に
わ
た
る
規
定
が
逐
条
列
挙
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
マ
法
は

民
事
の
法
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
な
か
か
ら
あ
え
て
「
刑
法
」
だ
け
、
刑
事
法
の
み
を
抜
き
出
し
て
検
討
す
る
学
問
的
重
要

性
は
非
常
に
低
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
）
68
（

る
。

　
と
こ
ろ
で
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
六
月
、
村
田
保
は
、
旧
刑
法
が
元
老
院
で
の
審
議
を
終
了
し
公
布
さ
れ
る
運
び
と
な
る
と
す
ぐ

に
、
法
律
調
査
の
た
め
ド
イ
ツ
へ
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
同
年
五
月
四
日
、「
太
政
官
権
大
書
記
官
村
田
保
外
一
名
法
律
並
地
方
編

成
法
取
調
ト
シ
テ
独
逸
国
ヘ
被
差
遣
」
こ
と
が
奏
上
さ
）
69
（
れ
、
同
年
六
月
十
日
、
仏
国
郵
船
に
乗
船
し
マ
ル
セ
イ
ユ
経
由
で
ド
イ
ツ
の
首
都

ベ
ル
リ
ン
へ
向
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
旧
刑
法
に
関
す
る
意
見
交
換
や
、
憲
法
や
行
政
裁
判
法
と
い
っ
た
新

た
に
制
定
す
る
法
律
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
滞
在
は
当
初
の
予
定
よ
り
も
二
ヶ
月
あ
ま
り
延
長
が
許
さ
）
70
（

れ
、
翌
十
四
年
七
月
十
六
日
、
英
国
ピ
ー
オ
ー
会
社
汽
船
で
帰
国
し
た
。
こ

の
ド
イ
ツ
で
の
法
律
調
査
の
内
容
は
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
に
『
独
逸
法
律
書
』（
全
九
六
）
71
（
巻
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
の
法

制
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
『
独
逸
法
律
書
』
第
九
五
巻
に
は
、「
羅
馬
刑
法
」
と
題
す
る
二
五
〇
頁
に
も
の
ぼ
る
調
査

資
料
が
収
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
明
治
十
四
年
一
月
初
旬
か
ら
三
月
下
旬
ま
で
「
在
伯
林
大
学
大
博
士
「
ベ
ル
子
ル
」
氏
ニ
就
テ
聞
キ
タ

ル
日
本
刑
法
会
議
附
）
72
（

録
」
の
一
部
で
あ
っ
て
、
羅
馬
法
に
関
す
る
ベ
ル
ナ
ー
の
註
釈
や
規
範
内
容
、
制
定
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
を
収
録
し

た
。
そ
し
て
何
よ
り
特
筆
す
べ
き
は
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
含
ま
れ
る
羅
馬
法
の
大
部
分
と
『
独
逸
法
律
書
』
所
収
「
羅
馬
刑
法
」
と

の
間
に
は
、
内
容
的
に
同
一
の
底
本
を
使
用
し
た
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
引
用
さ
れ
た
羅
馬
法
の
規

定
は
、
す
べ
て
『
独
逸
法
律
書
』
所
収
の
羅
馬
刑
法
の
内
容
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
列
挙
さ
れ
た
各
国
刑
法
の
多
く
が

司
法
省
で
の
旧
刑
法
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
蒐
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
一
方
で
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
は
、
旧
刑
法
制
定
後
、
明
確
な
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目
的
意
識
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
ド
イ
ツ
で
の
法
律
調
査
の
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
『
各
国
刑
法
比

照
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
と
し
て
諸
外
国
刑
法
と
比
較
し
な
が
ら
各
条
を
起
草
す
る
と
い
う
旧
刑
法
編
纂
当
初
と
は
、
異
な
っ
た
知

見
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

㈣
　
日
本
刑
法
草
案
「
外
国
関
係
処
分
」
条
項
の
存
在

　
こ
こ
ま
で
『
各
国
刑
法
比
照
』
編
集
の
事
情
を
さ
ぐ
る
た
め
、
収
録
さ
れ
た
各
国
刑
法
に
基
づ
い
た
分
析
を
お
こ
な
っ
た
が
、
こ
こ
で

『
各
国
刑
法
比
照
』
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
成
さ
れ
た
の
か
を
示
唆
す
る
ひ
と
つ
の
条
文
に
注
目
し
た
い
。
く
り
返
し
に
な
る
が
『
各

国
刑
法
比
照
』
は
、
旧
刑
法
を
軸
に
「
古
今
各
国
ノ
刑
法
」
を
逐
条
的
に
対
比
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
な
か
に
は
、
旧
刑
法

に
規
定
の
無
い
条
項
が
ひ
と
つ
だ
け
収
録
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
旧
刑
法
の
司
法
省
確
定
草
案
で
あ
る
「
日
本
刑
法
草
案
」
か
ら
抜
粋
さ
れ

た
「
外
国
関
係
処
分
」
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。

　
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
十
一
月
二
十
八
日
、
司
法
省
に
お
い
て
完
成
し
た
「
日
本
刑
法
草
案
」
は
太
政
官
ヘ
上
呈
さ
れ
た
。
そ
の
う

ち
第
四
条
か
ら
第
八
条
は
、
現
行
刑
法
に
も
類
似
の
規
定
の
あ
る
、
刑
の
場
所
あ
る
い
は
人
に
関
す
る
適
用
範
囲
を
示
す
条
項
で
あ
る
。

同
条
項
は
そ
の
後
の
審
査
機
関
で
あ
る
刑
法
草
案
審
査
局
に
お
い
て
、「
外
国
人
関
係
ハ
一
切
之
ヲ
削
除
ス
ル
コ
）
73
（
ト
」
と
の
明
治
政
府
の

方
針
に
従
っ
て
削
除
さ
れ
、
旧
刑
法
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
日
本
刑
法
草
案
「
外
国
関
係
処
分
」
条
項
は
『
各
国
刑
法
比
照
』

中
、
旧
刑
法
第
四
条
と
第
五
条
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
。
し
か
も
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
日
本
刑
法
草
案
が
引
用
さ
れ
た
の
は
、「
外
国
関

係
処
分
」
条
項
の
み
、
他
に
類
を
み
な
い
。
日
本
刑
法
草
案
が
旧
刑
法
と
し
て
成
立
す
る
ま
で
、
四
十
八
条
の
条
文
が
削
除
さ
れ
、
そ
の

他
も
修
正
が
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
同
条
項
の
み
が
収
録
さ
れ
た
の
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
外
国
関
係
処
分
　
日
本
刑
法
草
案
ヨ
リ
抜
抄
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日
本
人
ハ
外
国
ニ
在
テ
日
本
国
ノ
安
寧
ニ
関
シ
又
ハ
日
本
ノ
貨
幣
及
ヒ
貨
幣
ニ
代
用
ス
ル
銀
行
ノ
証
券
ヲ
偽
造
変
造
シ
若
シ
ク
ハ
国
璽
官
印
記
号
極
印

ヲ
偽
造
ス
ル
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
日
本
ノ
法
律
ニ
依
テ
処
断
ス

若
シ
其
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
外
国
ニ
於
テ
已
ニ
確
定
ノ
裁
判
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
再
ヒ
之
ヲ
裁
判
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

日
本
人
外
国
ニ
在
テ
前
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
以
外
ノ
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
左
ノ
条
件
ノ
具
備
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
日
本
ノ
法
律
ニ
依
テ
処
断
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ス

　
一
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
国
ニ
於
テ
未
タ
確
定
ノ
裁
判
ヲ
受
サ
ル
時

　
二
犯
人
日
本
国
ニ
帰
来
リ
又
ハ
外
国
ヨ
リ
交
付
ヲ
得
タ
ル
時

　
三
日
本
国
ノ
法
律
及
ヒ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
国
ノ
法
律
ニ
照
シ
テ
重
罪
軽
罪
ト
為
ス
可
キ
時

　
四
被
害
者
又
ハ
外
国
政
府
ヨ
リ
日
本
政
府
ニ
告
訴
告
発
ヲ
為
シ
タ
ル
時

　
五
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
国
ニ
於
テ
大
赦
ヲ
受
サ
ル
時

　
六
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
国
ノ
法
律
ニ
照
シ
公
訴
ノ
期
満
免
除
ヲ
経
サ
ル
時

日
本
人
ハ
外
国
政
府
ヨ
リ
処
刑
ノ
為
メ
ニ
交
付
ヲ
求
ム
ト
雖
モ
之
ヲ
交
付
セ
ス

外
国
人
日
本
管
内
ニ
於
テ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
日
本
ノ
法
律
ニ
依
テ
処
断
ス

外
国
人
外
国
ニ
在
テ
日
本
国
ニ
対
シ
第
四
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
外
国
ニ
於
テ
確
定
ノ
裁
判
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
日
本
国
ニ
来
ル
時
ハ
日
本

ノ
法
律
ニ
依
テ
処
断
）
74
（
ス

続
い
て
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
、
ベ
ル
ギ
ー
・
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ロ
シ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
プ

ロ
イ
セ
ン
の
各
国
刑
法
、
一
八
六
六
年
の
イ
タ
リ
ア
刑
法
草
案
の
他
、
ド
イ
ツ
連
邦
・
ス
イ
ス
連
邦
の
各
州
）
75
（

法
に
加
え
て
、
唐
律
・
明

律
・
清
律
・
大
宝
律
の
関
連
条
文
が
引
用
さ
れ
た
。
な
ぜ
「
外
国
関
係
処
分
」
の
み
日
本
刑
法
草
案
よ
り
引
用
・
収
録
し
た
の
か
に
つ
い

て
明
文
は
な
い
。



法学政治学論究　第92号（2012.3）

52

　
そ
も
そ
も
旧
刑
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
日
本
刑
法
草
案
「
外
国
関
係
処
分
」
条
項
が
削
除
さ
れ
た
背
景
に
は
、
幕
末
に
締
結
さ
れ
た

一
連
の
不
平
等
条
約
の
改
正
問
題
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
同
条
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
司
法
省
で
の
編
纂
の
の
ち
元
老
院
で
の
審

議
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
刑
法
草
案
審
査
局
（
以
下
、「
審
査
局
」
と
も
呼
称
す
る
）
に
お
い
て
で
あ
）
76
（
る
。
審
査
局
総
裁
伊

藤
博
文
の
口
達
に
よ
っ
て
「
総
則
第
四
条
以
下
外
国
ニ
関
ス
ル
ノ
箇
条
」
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
当
初
、
こ
う
し
た

国
外
犯
や
外
国
人
の
国
内
で
の
犯
罪
に
関
す
る
規
定
は
、
旧
刑
法
の
編
纂
に
お
い
て
も
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
起
草
さ
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
司
法
省
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
編
纂
に
加
わ
る
以
前
の
日
本
人
の
み
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
起
草
作
業
で
は
、「
内
外
交
渉
犯

罪
」
と
い
う
名
称
で
起
案
さ
れ
、
一
定
の
成
稿
を
み
）
77
（

る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
編
纂
に
加
わ
っ
た
後
は
、
い
く
つ
か
の
修
正
が
加
え
ら
れ
、

最
終
的
に
は
日
本
刑
法
草
案
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
が
起
草
さ
れ
、
存
置
さ
れ
た
ま
ま
太
政
官
へ
上
呈
さ
れ
た
。
し
か
し
結
局
の
と
こ

ろ
審
査
局
で
の
削
除
を
受
け
、
元
老
院
を
通
過
し
、
削
除
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
旧
刑
法
が
成
立
す
る
。
そ
う
し
て
削
除
さ
れ
た
条
文
が

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
復
活
し
た
の
か
、
村
田
の
真
意
を
あ
き
ら
か
に
す
る
直
接
的
な
史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
審
査
局
に
お
け
る
「
外
国
関
係
処
分
」
条
項
の
削
除
を
め
ぐ
る
史
料
上
あ
ら
わ
れ
る
議
論
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
で
、

そ
の
手
が
か
り
を
得
た
い
。

　
刑
法
草
案
審
査
局
の
審
査
委
員
に
は
村
田
保
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
審
査
局
で
の
具
体
的
な
審
議
の
様
子
は
、
司
法
省
で
の
会
議
筆

記
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
に
、
そ
の
模
様
を
記
し
た
史
料
が
み
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
旧
刑
法
に
か
か
る
重
要
な
修
正
が
施
さ
れ

た
審
査
機
関
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
が
ら
、
実
証
的
な
研
究
は
い
ま
だ
進
展
し
て
い
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
近
年
、
慶
應
義
塾
大
学

図
書
館
所
蔵
の
村
田
文
書
の
な
か
に
、
日
付
や
「
鶴
田
氏
曰
く
」
の
文
言
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
審
査
局
の
会
議
記
録
的
な
要
素
を
持
ち
合

わ
せ
た
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
発
表
し
）
78
（
た
。
特
に
そ
の
う
ち
の
村
田
本
「
日
本
刑
法
草
案
　
全
四
冊
」
は
、
修
正
に
あ
た
っ
て

実
際
に
参
照
し
た
外
国
刑
法
に
関
す
る
具
体
的
な
書
入
が
認
め
ら
れ
、
当
時
の
談
話
や
回
顧
録
と
い
っ
た
伝
聞
で
し
か
知
り
得
な
か
っ
た

審
査
の
様
子
の
、
具
体
的
な
痕
跡
が
あ
き
ら
か
と
な
る
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
刑
法
草
案
審
査
局
の
史
料
と
み
ら
れ
る
も
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の
は
断
片
的
に
発
見
さ
れ
て
い
）
79
（
る
が
、
村
田
本
「
日
本
刑
法

草
案
　
全
四
冊
」
は
、
従
来
紹
介
さ
れ
て
き
た
他
の
史
料
の

様
式
と
は
異
な
り
、
太
政
官
橙
色
十
行
罫
紙
を
使
用
）
80
（
し
、
審

査
局
が
開
局
さ
れ
て
か
ら
か
な
り
早
い
時
期
に
作
成
さ
れ
、

菅
見
の
限
り
「
外
国
関
係
処
分
」
の
削
除
の
過
程
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
、
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。

　
村
田
本
に
は
、
朱
・
青
・
黒
に
よ
る
い
く
つ
か
の
書
入
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
朱
墨
に
よ
る
も
の
は
開
局
さ
れ

た
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
月
末
頃

ま
で
の
書
き
込
み
、
青
墨
は
三
月
以
降
の
会
議
で
の
決
定
事

項
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
部
余
白
な
ど
に
み
ら
れ
る
墨

筆
は
外
国
刑
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
村
田
本
「
日
本
刑
法
草
案
　
全
四
冊
」
の
冒
頭
に
は
、

「
伊
藤
総
裁
口
達
」・「
明
治
十
一
年
二
月
廿
七
日
内
閣
ニ
於

テ
定
マ
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
」・「
外
国
人
関
係
ハ
一
切
刪
之
」

と
あ
る
（
写
真
１
）。
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
公
文
書
上
に

は
残
さ
れ
て
い
な
い
内
閣
か
ら
の
「
口
達
」
に
よ
っ
て
、
明

治
十
一
年
二
月
二
十
七
日
に
外
国
人
関
係
の
条
文
は
削
除
す

る
と
の
決
定
が
下
さ
れ
た
。
史
料
で
は
、
第
四
条
・
第
五
条

写真１　慶應義塾大学図書館所蔵　村田本「日本刑法草案　全四冊」（見返）

※印刷のため、写真には色調と背景に若干の修正を施した。
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の
下
に
朱
で
の
丸
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
う
え
か
ら
青

で
抹
消
線
が
引
か
れ
て
い
る
（
写
真
２
）。
も
と
も
と
太
政

官
内
に
設
置
さ
れ
、
内
閣
を
超
え
る
権
限
を
有
さ
な
い
刑
法

草
案
審
査
局
に
お
い
て
、
青
墨
に
よ
る
条
文
の
抹
消
は
当
然

の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
伊
藤
総
裁
口
達
」
と
の
メ
モ
書
き
は
、

史
料
を
扱
う
実
証
的
な
研
究
分
野
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
料
す
る
。
そ
も
そ
も
明
治
政
府

の
行
政
機
関
は
、
公
文
書
の
授
受
に
よ
っ
て
そ
の
事
務
が
遂

行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
江
戸
幕
府
統
治
下
に
お
い
て
も
存
在

し
た
手
限
と
黄
紙
の
関
係
に
も
み
ら
れ
る
、
上
位
機
関
の
専

決
事
項
に
対
す
る
伺
と
、
そ
れ
に
対
す
る
指
令
を
く
だ
す
こ

と
に
よ
っ
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
裁
判
に

限
っ
て
い
え
ば
、
霞
信
彦
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
伺
・
指
令

裁
判
体
制
と
も
呼
べ
る
司
法
省
と
各
裁
判
所
と
の
間
で
法
令

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
の
や
り
と
り
が
あ

っ
）
81
（
た
。
審
査
局
は
、
先
述
の
よ
う
に
旧
刑
法
の
草
案
が
元
老

院
に
お
い
て
滞
り
な
く
審
議
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
審
査
委
員
は
、
起
草
に
た
ず
さ
わ
っ
た

写真２　村田本「日本刑法草案　全四冊」（八丁裏・九丁表）

※印刷のため、写真には色調と背景に若干の修正を施した。
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司
法
省
・
そ
の
後
の
審
議
を
担
当
す
る
元
老
院
・
そ
し
て
太
政
官
法
制
局
の
各
機
関
か
ら
選
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
は
法
制
局
が
審
査
の

主
導
権
を
握
っ
て
お
り
、
元
老
院
で
法
案
が
覆
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
）
82
（

た
。
明
治
期
に
は
、
六
法
典
に
限
っ

て
も
数
多
の
草
案
が
起
草
さ
れ
多
く
の
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
の
も
と
で
そ
の
試
案
を
作
成
し
た
が
、「
構
想
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と

と
、
そ
れ
を
「
実
行
に
移
す
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
全
く
別
物
で
あ
る
。
審
査
局
総
裁
は
参
議
伊
藤
博
文
で
あ
る
。
太
政
官
か

ら
の
審
査
委
員
が
総
裁
と
な
る
と
い
う
の
は
、
旧
刑
法
制
定
を
実
行
に
移
す
た
め
の
体
制
固
め
が
出
来
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
）
83
（
る
。
史
料
に
残
さ
れ
た
伊
藤
博
文
の
「
口
達
」
は
、
役
職
を
「
兼
任
」
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
も
の
、
そ
し
て
公
文
書
に
は
残
さ

れ
な
い
各
機
関
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
政
府
の
文
書
行
政
に
ひ
そ
む
官
僚
組
織
の
陰
の

実
態
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
か
く
し
て
「
伊
藤
総
裁
口
達
」
に
よ
っ
て
日
本
刑
法
草
案
「
外
国
関
係
処
分
」
条
項
は
削
除
さ
れ
た
が
、
そ
の
経
緯
が
読
み
取

れ
る
村
田
本
「
日
本
刑
法
草
案
　
全
四
冊
」
九
丁
表
に
は
、
興
味
深
い
書
入
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
部
余
白
の
朱
書
と
九
行
目
の
青
書

で
あ
る
（
写
真
２
）。
朱
墨
に
よ
る
記
述
は
次
の
通
り
。

日
本
□人
□外
国
ニ
在
テ
日
本
国
或
ハ
日
本
人
ニ
対
シ
重
□軽
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
、
日
本
ノ
法
律
ニ
依
テ
論
ス
ヘ
シ
ト
改
メ
テ
至
当
ナ
ラ
ン
、
何
ト
ナ
レ
ハ

如
此
何
々
ノ
刑
ト
画
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
他
謀
殺
強
盗
ヲ
犯
ス
者
明
文
ナ
キ
上
ハ
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
且
日
本
ノ
□法
□律
ヲ
以
テ
処
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
犯
人

ヲ
日
本
ニ
テ
捕
獲
シ
本
国
ヘ
帰
シ
タ
ル
上
審
判
ス
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
、
或
ハ
領
事
ノ
発
遣
シ
タ
ル
国
ニ
於
テ
ハ
領
事
ニ
於
テ
之
ヲ
処
分
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
、

然
レ
ハ
第
五
条
ト
雖
モ
日
本
ノ
法
□律
ヲ
犯
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ
日
本
律
ヲ
以
テ
処
ス
ル
ヲ
当
然
ト
）
84
（
ス

右
か
ら
、
外
国
に
お
い
て
日
本
あ
る
い
は
日
本
人
に
対
す
る
犯
罪
が
日
本
人
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
、
現
在
の
軽
犯
罪
法
に
あ
た
る

違
警
罪
を
除
い
て
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
日
本
の
法
律
で
処
断
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
内
容
が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
は
、
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村
田
の
手
に
よ
る
、
審
査
局
に
お
け
る
正
式
な
会
議
の
予
備
の
た
め
に
作
ら
れ
た
朱
墨
の
書
込
で
あ
る
。
そ
の
後
、
内
閣
の
削
除
決
定
に

よ
っ
て
条
文
は
削
除
さ
れ
る
が
、
同
丁
九
行
目
に
は
興
味
深
い
青
書
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
人

此
条
ヲ
掲
□ケ
ス
シ
テ
ノ
処
シ
外
国
ニ
テ
外
国
ニ
対
シ
犯
シ
タ
ル
罪
ハ

仍
ホ
此
□条
□ヲ
□欠
ク
ト
モ
該
刑
法
ニ
テ
処
分
ス
ト
決
定

条
文
上
は
明
記
し
な
い
が
、
実
務
上
は
草
案
ど
お
り
の
運
用
と
す
る
よ
う
決
定
し
た
、
と
あ
る
。

　
旧
刑
法
は
公
布
後
す
ぐ
に
改
正
案
が
作
成
さ
れ
、
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
に
は
帝
国
議
会
に
旧
刑
法
の
改
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。

同
法
案
は
結
果
的
に
は
審
議
さ
れ
ず
に
終
わ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
「
外
国
関
係
処
分
」
に
類
似
す
る
条
項
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
不

平
等
条
約
改
正
の
た
め
や
む
な
く
削
除
さ
れ
た
同
条
で
あ
る
が
、
外
国
人
法
律
学
者
か
ら
の
批
判
も
少
な
く
な
か
っ
）
85
（

た
。
冒
頭
で
触
れ
た

が
、
明
治
十
六
年
五
月
、
参
事
院
は
結
果
的
に
は
廃
案
と
な
る
旧
刑
法
の
改
正
案
を
起
草
し
た
。
吉
井
蒼
生
夫
氏
は
、
こ
の
「
参
事
院
総

会
議
提
出
案
」
に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
書
の
存
在
を
指
摘
す
）
86
（

る
。
参
事
院
総
会
議
提
出
案
に
は
外
国
関
係
処
分
条
項
に
か
か
わ

る
内
容
に
つ
い
て
特
に
明
記
は
な
い
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
旧
刑
法
に
外
国
関
係
処
分
条
項
が
存
在

し
な
い
の
は
「
余
カ
常
ニ
異
ム
」
も
の
で
あ
っ
て
、「
日
本
刑
法
ニ
明
文
ナ
キ
カ
ユ
ヘ
欧
州
ニ
於
テ
盗
又
ハ
殺
人
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
日
本

人
ハ
特
別
ノ
条
款
ナ
キ
モ
之
ヲ
日
本
ニ
於
テ
罰
シ
得
可
シ
ト
信
ス
ル
ハ
誤
解
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ナ
）
87
（
リ
」。
こ
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見

は
、
村
田
本
に
み
ら
れ
る
日
本
刑
法
草
案
の
属
人
主
義
規
定
に
つ
い
て
「
此
条
ヲ
欠
ク
ト
モ
該
刑
法
ニ
テ
処
分
ス
」
と
す
る
書
き
込
み
が
、

政
府
の
共
通
の
認
識
（
誤
解
）
で
あ
っ
た
と
裏
付
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
で
は
、
村
田
が
「
外
国
関
係
処
分
」
条
項
を
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
あ
え
て
引
用
し
た
の
は
、
同
条
が
旧
刑
法
に
見
え
な
い
ペ
ン
で
記
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さ
れ
た
条
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
羅
馬
法
の
底
本
と
し
て
明
治
十
三
年
よ
り
一
年
に
わ
た
っ
て
お

こ
な
わ
れ
た
村
田
の
ド
イ
ツ
で
の
法
律
調
査
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
村
田
の
回
顧
録
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
ベ
ル
ナ
ー
博
士
が
い
う
に
は

―
筆
者
註
）
此
の
法
案
は
私
の
眼
玉
で
、
欧
羅
巴
人
か
ら
是
れ
は
斯
う
だ
が
、
之
を
是
非
と
も
日
本
に
行
え
と
は
言

わ
な
い
、
日
本
の
慣
習
も
民
情
も
知
ら
ぬ
か
ら
、
是
が
適
当
で
あ
る
と
か
、
斯
う
云
う
風
に
改
正
な
さ
い
と
は
私
は
言
わ
な
い
、
ソ
レ
は
其
国
の
人
で

な
け
れ
ば
迚
も
外
国
人
が
他
の
国
の
法
律
を
作
る
事
は
出
来
な
い
、
唯
欧
羅
巴
人
の
眼
よ
り
見
れ
ば
斯
様
に
思
う
と
云
う
だ
け
し
か
言
え
な
）
88
（

い

村
田
は
ベ
ル
ナ
ー
の
い
う
、
法
律
は
そ
の
国
の
人
が
作
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
非
常
に
心
を
打
た
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
を
考

慮
す
る
な
ら
、
外
国
関
係
処
分
条
項
は
、
む
し
ろ
そ
の
条
項
の
重
要
性
を
認
識
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ

帰
国
後
に
編
集
さ
れ
た
『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
単
に
旧
刑
法
の
内
容
を
解
釈
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
将
来
的
に
は
旧
刑
法

の
改
正
を
視
野
に
入
れ
て
作
成
さ
れ
た
「
立
法
資
料
」
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
い
。

三
　
結
　
語

　
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
八
月
、
法
典
論
争
の
さ
な
か
に
発
行
さ
れ
た
『
法
学
協
会
雑
誌
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

　
上
帝
の
冥
助
に
依
り
、
余
は
他
日
古
今
各
国
の
法
律
は
総
て
之
を
蒐
集
し
、
其
法
規
を
類
別
対
比
し
た
る
法
律
全
図
（Theatrum

 legale

）
を
製

出
せ
ん
事
を
期
）
89
（

す
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余
と
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
現
行
民
法
の
起
草
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
と
な
る
穂
積
陳

重
が
執
筆
し
た
文
章
の
な
か
に
み
え
る
も
の
で
、
穂
積
は
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
を
「
法
学
革
命
の
預
言
者
」
と
し
、「
歴
史
法
学
比
較
法
学
の

主
唱
者
」
で
あ
る
と
し
た
。

　
法
典
論
争
と
は
、
明
治
期
に
た
だ
ひ
た
す
ら
近
代
化
す
な
わ
ち
西
欧
化
さ
れ
て
い
っ
た
日
本
の
法
典
、
特
に
民
法
・
商
法
に
対
し
て
警

鐘
を
鳴
ら
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
論
争
が
激
化
す
る
明
治
二
十
年
代
半
ば
よ
り
も
十
年
ほ
ど
前
に
作
成
さ
れ
た
の
が
、
本
稿
の
分

析
対
象
と
し
た
『
各
国
刑
法
比
照
』
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
学
ん
だ
村
田
保
が
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
い
う
「
法
律
全
図
」
の
創
出
を
め
ざ
し

て
『
各
国
刑
法
比
照
』
を
ま
と
め
た
の
か
ど
う
か
、
明
確
な
史
料
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
、
西
洋
刑
法
か
ら
ド
イ
ツ
の
各
州
刑
法
、

羅
馬
刑
法
、
古
代
律
か
ら
江
戸
期
の
藩
刑
法
に
至
る
ま
で
「
古
今
各
国
の
法
律
」
を
「
類
別
対
比
」
し
た
『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
新
し

い
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
刑
法
を
模
索
す
る
た
め
に
編
集
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
の
想
像
を
誘
起
さ
せ
る
。

　
村
田
保
が
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
る
明
治
十
三
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
、
日
本
は
政
治
的
な
転
換
期
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
明
治
十

四
年
の
政
変
は
、
そ
れ
ま
で
優
勢
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
学
か
ら
ド
イ
ツ
学
へ
と
準
拠
理
論
の
転
換
を
み
た
契
機
と
考
え

ら
れ
）
90
（
る
。
事
実
、
同
年
に
独
逸
学
協
会
が
設
立
さ
れ
、
ド
イ
ツ
学
優
位
へ
と
変
化
し
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
同
十
三

年
の
時
点
で
村
田
保
や
山
脇
玄
が
ド
イ
ツ
へ
法
律
調
査
に
出
発
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
前
の
段
階
で
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
ド
イ
ツ
連
邦
の

刑
法
の
翻
訳
を
命
じ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
法
主
流
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
制
の
場
に
お
い
て
ド
イ
ツ
法
の
選
択
肢
も

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
旧
刑
法
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
強
く
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
政

府
の
立
法
事
業
は
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
す
す
め
ら
れ
た
が
、
刑
事
法
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
明
治
三
年
に
新
律
綱
領
、
同
六
年
に
は
改

定
律
例
と
、
お
よ
そ
広
義
の
法
典
と
呼
べ
る
も
の
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
旧
刑
法
が
編
纂
さ
れ
た
背
景
に
は
、
幕
末
の
不

平
等
条
約
改
正
の
た
め
に
は
近
代
化
し
た
法
典
編
纂
が
必
要
で
あ
る
こ
）
91
（
と
、
あ
る
い
は
西
洋
の
法
律
知
識
の
流
入
に
よ
っ
て
、
西
洋
型
の
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「
刑
法
」・「
治
罪
法
」
の
方
が
「
律
」
よ
り
も
合
理
的
に
裁
判
を
す
す
め
ら
れ
る
こ
）
92
（
と
な
ど
が
あ
る
。
当
面
の
お
手
本
と
し
て
フ
ラ
ン
ス

法
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
一
方
で
イ
ギ
リ
ス
法
や
ド
イ
ツ
法
な
ど
の
「
取
調
」
も
進
め
ら
れ
）
93
（

た
。

　
明
治
十
二
年
、
井
上
馨
の
外
務
卿
就
任
に
と
も
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
不
平
等
条
約
改
正
方
針
に
転
換
期
が
訪
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
条

約
改
正
の
た
め
に
近
代
化
し
た
法
典
編
纂
を
約
束
す
る
こ
と
は
主
権
侵
害
で
内
政
干
渉
を
引
き
起
こ
す
と
の
見
解
が
台
頭
、
明
治
二
十
年

代
に
は
法
典
論
争
と
な
っ
て
現
れ
る
。
旧
刑
法
に
は
存
在
し
な
い
「
外
国
関
係
処
分
」
が
、
こ
の
条
項
の
み
が
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
転

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
本
書
は
単
な
る
参
考
資
料
で
は
な
い
。
不
平
等
条
約
改
正
の
た
め
無
分
別
に
削
除
さ
れ
た
「
外

国
関
係
処
分
」
条
項
を
あ
ら
た
め
て
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、
同
条
項
は
日
本
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
、
体
系
的
な
近
代
刑
法
に
は
必
要
な
条
項
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
刑
法
の
欠
陥
を
認
識
し
て
意
図
的
に
お
こ
な
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
村
田
は
、「
国
粋
論
」
に
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
る
。
ベ
ル
ナ
ー
の
助
言
に
よ
っ
て
「
法
律
は
国
民
の
手
で
起
草

す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
意
識
を
強
め
、
法
典
論
争
で
も
貴
族
院
議
院
に
お
い
て
延
期
法
案
を
提
出
す
る
な
ど
旧
民
法
・
商
法
典
施
行
延

期
派
の
急
先
鋒
と
し
て
活
躍
し
た
。
村
田
保
を
通
じ
て
『
各
国
刑
法
比
照
』
を
み
て
い
く
と
、
本
書
は
、
旧
刑
法
を
題
材
と
し
て
そ
の
法

的
意
義
を
さ
ぐ
り
、
将
来
的
に
は
旧
刑
法
の
改
正
を
も
視
野
に
入
れ
て
作
成
さ
れ
た
資
料
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち

『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
旧
刑
法
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
の
改
正
を
促
す
「
立
法
資
料
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、『
各
国
刑
法
比
照
』
を
あ
き
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

本
稿
で
扱
っ
た
史
料
は
い
ず
れ
も
断
片
的
な
も
の
で
、
今
後
さ
ら
な
る
史
料
の
博
捜
な
い
し
は
研
究
の
進
展
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
明
治
政

府
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
取
調
」
す
な
わ
ち
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
調
査
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
お
い
て
個
別
的
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
一
方
で
、
双
方
で
翻
訳
書
あ
る
い
は
お
雇
い
外
国
人
な
ど
の
人
物
の
貸
し
借
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
知
識
の
共
有
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
各
機
関
で
の
取
調
は
、
相
互
に
直
接
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
翻
訳
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
明
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治
十
年
代
ま
で
は
、
外
国
の
知
識
を
共
有
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
提
示
し
た
元
老
院
と
司
法
省
や
参
事
院
議
長
山

県
有
朋
と
村
田
保
、
独
逸
学
協
会
を
め
ぐ
る
人
的
関
係
な
ど
は
、
今
後
、
個
々
の
詳
細
な
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。
特
に
、『
各
国
刑
法

比
照
』
と
参
事
院
に
お
け
る
旧
刑
法
改
正
案
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
基
づ
い
た
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、『
各
国
刑

法
比
照
』
所
収
の
各
刑
法
は
古
今
・
各
国
と
時
代
と
場
所
を
縦
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
ろ
い
視
野
に
基
づ
い
た
分
析
が
必
要
で
あ
）
94
（
る
。

さ
ら
に
、
本
稿
で
示
し
た
原
本
の
探
究
は
、
写
本
の
前
後
関
係
な
ど
、
法
務
省
な
ど
に
残
さ
れ
る
諸
史
料
の
成
立
時
期
を
特
定
す
る
材
料

と
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
各
国
刑
法
比
照
』
に
つ
い
て
は
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
を
あ
え
て
研
究
の
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と
で
、

さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
を
期
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
1
）  

村
田
保
は
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
法
制
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
。
明
治
十
八
年
の
元
老
院
議
官
任
命
を
経
て
同
二
十
三
年
貴
族
院
議

員
と
な
る
。
法
典
論
争
に
際
し
て
は
延
期
派
の
急
先
鋒
と
な
り
、
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
で
は
第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
を
捨
て
身
で
糾
弾
す
る
な
ど
、

激
情
の
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
生
前
に
著
さ
れ
た
伝
記
と
し
て
、
大
日
本
水
産
会
編
『
村
田
水
産
翁
伝
』（
大
日
本
水
産
会
、
一
九
一
九
）
が

あ
る
。
本
稿
で
扱
う
村
田
保
と
旧
刑
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保

―
数
罪
俱
発
条
を
手
掛
か
り
と
し 

て

―
」（
法
学
政
治
学
論
究
、
七
九
、
二
〇
〇
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）  

四
六
判
、
計
三
三
六
一
頁
。

（
3
）  

明
治
十
三
年
七
月
十
七
日
公
布
、
同
十
五
年
一
月
一
日
施
行
。
旧
刑
法
は
、
明
治
四
十
一
年
十
月
一
日
の
現
行
刑
法
の
施
行
に
伴
っ
て
廃
止
さ

れ
た
。

（
4
）  

『
各
国
刑
法
比
照
　
一
』
所
収
「
各
国
刑
法
引
書
」
の
列
挙
順
に
よ
る
。
原
文
は
左
の
通
り
。

 
 

仏
蘭
西
　
白
耳
義
　
独
逸
　
英
吉
利
　
墺
地
利
　
伊
太
利
　
魯
西
亜
　
瑞
典
　
瑞
西
　
丁
抹
　
埃
及
　
印
度
　
合
衆
国
　
加
利
堡
爾
尼
　
巴
西

児
　
和
蘭
陀
　
土
耳
格
　
細
々
利
　
布
哇
　
西
班
牙
　
羅
馬
法
　
普
魯
西
　
搠
遜
　
挨
塞
　
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
グ
ス
エ
ー
リ
ン
　
サ
ク
ソ
ン
バ
イ 

マ
ー
ル
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ク
　
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
　
ブ
ロ
ン
ズ
ウ
イ
ク
　
リ
フ
ベ
ッ
ク
　
ハ
ン
ブ
ル
グ
　
バ
エ
ー
ル
ン
　
ヲ
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
　
不
来
梅
　

シ
ヤ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
　
ア
ッ
ペ
ン
チ
エ
ー
ル
　
ベ
ル
ン
　
ズ
リ
ッ
ク
　
サ
ク
ソ
ン
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
　
ウ
ー
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
　
バ
ー
デ
ン
　
唐
律
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明
律
　
大
宝
律
　
仮
刑
律
　
新
律
綱
領
　
改
定
律
例
　
琉
球
新
集
科
律
　
旧
幕
教
令
類
纂
　
熊
本
藩
刑
法
　
和
歌
山
藩
国
律
　
盛
岡
藩
律
　
弘
前

藩
刑
法
　
仙
台
藩
刑
法
　
亀
岡
藩
議
定
書
　
名
古
屋
藩
仕
置
定
　
新
発
田
藩
新
律

 
 

引
書
に
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
ほ
か
清
律
や
監
獄
則
な
ど
の
引
用
も
認
め
ら
れ
る
。

（
5
）  
手
塚
豊
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
　
中
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）
所
収
「
明
治
初
年
の
和
歌
山
藩
刑
法
」
一
二
四
頁
、「
和
歌
山

藩
国
律
」
一
五
八
頁
、「
刑
法
局
格
例
調
考
」
一
九
六
頁
。
ま
た
、
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
明
治
法
制
史
政
治
史
の
諸

問
題
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
）
所
収
平
松
義
郎
「
維
新
期
名
古
屋
藩
の
徒
刑
史
料

―
村
田
本
『
旧
名
古
屋
藩
定
書
』

―
」

で
は
、『
各
国
刑
法
比
照
』
と
村
田
本
『
旧
名
古
屋
藩
定
書
』
と
の
比
較
が
お
こ
な
わ
れ
た
（
五
八
八
頁
）。

（
6
）  

法
務
図
書
館
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
』（
法
務
図
書
館
、
一
九
七
三
）
一
四
頁
。
目
録
の
整
理
は
手
塚
豊
氏
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ

た
。『
各
国
刑
法
比
照
』
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
内
閣
文
庫
に
十
二
部
の
所
蔵
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
慶
應
義
塾
大
学
、
中
央
大
学
、
筑
波
大

学
の
各
大
学
附
属
図
書
館
が
六
冊
完
本
を
所
蔵
す
る
。
法
務
図
書
館
に
は
、
一
・
四
・
五
巻
の
所
蔵
が
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ 

た
っ
て
は
、
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
『
各
国
刑
法
比
照
』（
全
六
冊
）
を
参
照
し
た
。

（
7
）  

近
年
刊
行
さ
れ
た
日
本
法
制
史
の
概
説
書
（
浅
古
弘
・
伊
藤
孝
夫
・
植
田
信
廣
・
神
保
文
夫
編
『
日
本
法
制
史
』
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
）
に

お
い
て
も
、「
明
治
十
四
年
の
政
変
は
政
府
内
で
プ
ロ
イ
セ
ン
型
の
憲
法
制
定
方
針
が
確
立
を
み
る
画
期
と
な
っ
た
」（
二
五
九
頁
）
と
あ
る
。

（
8
）  

旧
刑
法
に
関
す
る
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
代
表
的
な
も
の
に
、
新
井
勉
「
旧
刑
法
の
編
纂
」
一
・
二
（
法
学
論
叢
、
九
八
―
一
・
四
、
一
九
七

五
）
が
あ
る
。
ま
た
、
西
原
春
夫
・
吉
井
蒼
生
夫
・
藤
田
正
・
新
倉
修
編
著
『
旧
刑
法
〔
明
治
十
三
年
〕』（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
九
―
三
五
、

信
山
社
、
一
九
九
四
―
二
〇
一
〇
）
は
旧
刑
法
に
関
す
る
史
料
を
網
羅
的
に
紹
介
し
、
解
題
を
付
し
た
も
の
と
い
え
る
。
最
新
の
研
究
に
は
、
拙

著
「
旧
刑
法
『
数
罪
俱
発
』
条
成
立
に
関
す
る
一
考
察

―
司
法
省
段
階
に
お
け
る
編
纂
を
中
心
と
し
て

―
」（
法
学
政
治
学
論
究
、
七
六
、

二
〇
〇
八
）
が
あ
る
。

（
9
）  

前
掲
拙
著
「
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保
」
は
、
村
田
保
に
つ
い
て
、
旧
刑
法
制
定
の
陰
の
立
役
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
村
田
は
後
述

す
る
刑
法
草
案
審
査
局
に
お
い
て
太
政
官
よ
り
派
遣
さ
れ
て
実
務
的
役
割
を
担
い
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
元
老
院
会
議
の
な
か
で
「
内
閣
委
員
」

と
し
て
旧
刑
法
を
速
や
か
な
成
立
に
導
い
た
。

（
10
）  

本
稿
に
お
い
て
史
料
よ
り
引
用
を
お
こ
な
う
場
合
、
旧
字
・
合
字
・
異
体
字
等
は
す
べ
て
新
字
に
改
め
て
表
記
す
る
。
ま
た
、
既
出
の
史
料
・

文
献
等
に
つ
い
て
は
、
重
複
を
避
け
る
た
め
前
掲
「
○
○
○
」
と
省
略
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
11
）  

『
各
国
刑
法
比
照
　
一
』
巻
頭
。
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る
。
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（
12
）  

編
集
の
経
緯
や
史
料
の
果
た
し
た
役
割
な
ど
に
関
す
る
公
文
書
や
日
記
類
と
い
っ
た
史
料
は
管
見
の
か
ぎ
り
み
あ
た
ら
な
い
。
個
人
所
蔵
の
も

の
な
ど
を
含
め
た
さ
ら
な
る
史
料
の
博
捜
が
求
め
ら
れ
る
。
大
方
の
教
示
を
請
う
。

（
13
）  

手
塚
豊
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
　
上
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
）
所
収
「
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案
」、
吉
井
蒼

生
夫
『
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
）
一
〇
三
―
一
〇
六
頁
、
新
井
勉
「
明
治
十
六
年
参
事
院
の
刑
法
論
小 

考

─
明
治
政
府
の
憲
法
構
想
と
刑
法
秩
序
の
不
整
合
序
説

─
」（
日
本
法
学
、
六
三
―
一
、
一
九
九
七
）
六
―
九
頁
。
ち
な
み
に
旧
刑
法
は
、

現
行
刑
法
の
公
布
を
み
る
同
四
十
年
に
至
る
ま
で
「
明
治
二
十
三
年
改
正
刑
法
草
案
」（
高
橋
治
俊
・
小
谷
二
郎
編
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
日
本
立

法
資
料
全
集
別
巻
二
、
信
山
社
、
一
九
九
〇
）
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
改
正
草
案
が
起
草
さ
れ
た
。
現
行
刑
法
制
定
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、

旧
刑
法
の
改
正
作
業
と
新
法
制
定
作
業
の
区
別
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
吉
井
『
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
法
』
に
詳
し
い
。

（
14
）  

明
治
十
四
年
十
月
二
十
一
日
太
政
官
第
八
九
号
達
「
参
事
院
章
程
」
第
一
条
（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
　
第
一
編
』「
官
職
門
　
官

制
　
太
政
官
内
閣
二
」）。

（
15
）  

参
事
院
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
に
、
山
崎
丹
照
『
内
閣
制
度
の
研
究
』（
高
山
書
院
、
一
九
四
二
）
が
あ
る
。

（
16
）  

村
田
の
任
官
履
歴
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
職
務
進
退
　
元
老
院
　
勅
奏
任
官
履
歴
原
書
」
お
よ
び
『
職
員
録
』
に
よ
る
。

（
17
）  

前
掲
手
塚
「
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案
」
二
二
四
頁
。

（
18
）  

明
治
八
年
司
法
省
第
一
号
達
「
各
旧
藩
習
慣
ノ
法
律
類
似
ノ
罰
則
存
在
ノ
分
取
調
差
出
サ
シ
ム
」（『
法
令
全
書
』
明
治
八
年
）。

（
19
）  

旧
刑
法
の
性
格
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
下
敷
き
と
し
て
起
草
し
た
と
す
る
の
は
共
通
の
見
解
で
あ
る
。

（
20
）  

前
掲
手
塚
「
刑
法
局
格
例
調
考
」
二
〇
六
頁
。

（
21
）  

こ
の
分
類
は
、
主
に
前
掲
平
松
「
維
新
期
名
古
屋
藩
の
徒
刑
史
料
」
五
八
一
―
五
八
七
頁
に
よ
る
。
三
浦
本
は
、「
字
体
、
製
本
の
体
裁
と
も
、

比
較
的
丁
寧
、
か
つ
良
好
」
で
あ
っ
た
（
平
松
義
郎
監
修
・
京
都
大
学
日
本
法
史
研
究
会
編
『
近
世
法
制
史
料
集
』（
創
文
社
、
一
九
七
三
）
所

収
平
松
義
郎
「
近
世
法
制
史
料
集
　
序
」
六
・
七
頁
）。
な
お
、
こ
の
ほ
か
い
く
つ
か
断
片
的
に
み
つ
か
っ
て
い
る
藩
刑
法
の
写
本
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

（
22
）  

三
浦
周
行
『
続
法
制
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
）
所
収
「
失
は
れ
た
る
近
世
法
制
史
料
」
お
よ
び
前
掲
平
松
「
近
世
法
制
史
料
集
　

序
」。
な
お
、
三
浦
本
藩
法
史
料
は
中
沢
巷
一
監
修
・
京
都
大
学
日
本
法
史
研
究
会
編
『
藩
法
史
料
集
成
』（
創
文
社
、
一
九
八
〇
）
と
し
て
復
刻

さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
牧
健
二
氏
も
三
浦
本
を
利
用
し
て
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
日
本
法
制
史
研
究
室
編
『
近
世
藩
法
資
料
集
成
』（
全
三
冊
、

京
都
帝
国
大
学
法
学
部
紀
要
、
一
九
四
二
―
四
四
）
を
刊
行
し
た
。



『各国刑法比照』をめぐる一考察

63

（
23
）  

慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
「
村
田
文
書
（
仮
称
）」
は
、
未
整
理
の
も
の
で
あ
っ
て
、
正
式
な
目
録
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
（
前
掲
拙
著

「
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保
」
一
四
二
頁
）。

（
24
）  

前
掲
平
松
「
維
新
期
名
古
屋
藩
の
徒
刑
史
料
」
五
八
六
頁
。

（
25
）  
前
掲
平
松
「
維
新
期
名
古
屋
藩
の
徒
刑
史
料
」
五
八
五
―
五
八
七
頁
。

（
26
）  
村
田
保
講
談
会
筆
記
「
法
律
の
沿
革
」（『
講
義
録
』
一
〇
号
、
一
八
九
三
）
三
頁
。

（
27
）  
前
掲
『
村
田
水
産
翁
伝
』
二
二
頁
。

（
28
）  

校
正
律
例
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
氏
が
「
校
正
律
例
に
つ
い
て
」（
前
掲
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
　
上
』）
に
お
い
て
詳
細
な
研
究
を
残
し
て
い

る
。

（
29
）  

村
田
保
『
律
例
権
衡
便
覽
』（
全
五
巻
、
法
制
局
蔵
版
、
一
八
七
六
）。

（
30
）  

前
掲
手
塚
「
刑
法
局
格
例
調
考
」
二
〇
六
頁
。

（
31
）  

「
参
事
院
章
程
」
第
八
条
第
二
。

（
32
）  

仮
刑
律
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
後
の
新
律
綱
領
は
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
形
式
で
制
定
さ
れ
た
。
な
お
、
村
田
保
は
新
律
綱
領
の

制
定
に
も
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
手
塚
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
　
上
』
所
収
「
新
律
綱
領
編
纂
関
係
者
考
」）。

（
33
）  

前
掲
平
松
「
維
新
期
名
古
屋
藩
の
徒
刑
史
料
」
五
八
六
・
五
八
七
頁
。

（
34
）  

『
刑
法
表
』（
司
法
省
、
一
八
八
三
）。
近
年
、『
日
本
立
法
資
料
全
集
　
別
巻
二
八
八
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
）
と
し
て
覆
刻
さ
れ
た
。

（
35
）  

イ
タ
リ
ア
の
み
、
一
八
六
八
年
草
案
と
新
刑
法
の
双
方
を
比
較
に
応
じ
て
掲
載
す
る
。

（
36
）  

版
権
取
得
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
図
書
局
「
明
治
十
七
年
一
月
分
　
出
版
書
目
月
報
　
第
七
三
号
」
に
、「
司
法
編
輯
　
刑
法
表
　
西
洋
形
大

本
一
冊
　
同
三
円
四
十
銭
　
司
法
省
」
と
掲
載
さ
れ
た
（
木
村
毅
監
修
・
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
編
『
明
治
前
期
書
目
集
成
　
第
三
分
冊
』
明
治

文
献
、
一
九
七
一
）。

（
37
）  

『
刑
法
表
』
例
言
に
は
、
旧
刑
法
の
参
考
資
料
で
あ
る
旨
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
38
）  

静
岡
大
学
付
属
図
書
館
『
静
岡
地
方
裁
判
所
掛
川
支
部
寄
贈
図
書
目
録
　
明
治
期
刊
行
法
律
書
』（
静
岡
大
学
付
属
図
書
館
、
一
九
八
六
）。

（
39
）  

注
（
６
）
で
述
べ
た
通
り
、『
各
国
刑
法
比
照
』
は
内
閣
文
庫
に
多
数
の
所
蔵
が
認
め
ら
れ
る
が
、
他
機
関
に
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
。

ち
な
み
に
版
権
は
当
時
、
す
べ
て
の
出
版
物
が
取
得
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
村
田
保
は
自
著
『
刑
法
註
釈
』・『
治
罪
法
註
釈
』（
そ
れ
ぞ

れ
全
八
巻
、
内
田
正
栄
堂
、
明
治
十
三
年
）
の
出
版
に
際
し
て
版
権
取
得
の
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
録
　
明
治
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十
三
年
　
官
員
六
月
」
所
収
「
権
大
書
記
官
村
田
保
刑
法
并
治
罪
法
註
訳
出
板
板
権
願
ノ
件
」）。

（
40
）  

明
治
十
四
年
十
二
月
十
五
日
司
法
省
決
議
「
第
八
局
処
務
規
程
」
第
一
条
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』「
官
職
門
　
官
制
　
司
法
省
一
」）。
前

月
二
十
八
日
の
司
法
省
達
で
は
、「
法
律
規
則
ノ
増
補
改
正
ニ
関
シ
之
ヲ
調
査
ス
ル
ヲ
掌
ル
」
と
さ
れ
て
い
た
。

（
41
）  
『
各
国
刑
法
類
纂
』（
司
法
省
蔵
版
、
明
治
十
一
年
六
月
印
行
）。
な
お
、
本
書
は
明
治
十
三
年
一
般
向
け
に
出
版
さ
れ
る
。

（
42
）  
『
各
国
刑
法
類
纂
』
巻
頭
。
た
だ
し
、
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
皇
朝
律
例
と
清
律
の
条
項
も
引
用
さ
れ
た
。

（
43
）  
中
田
薫
『
法
制
史
論
集
　
第
三
巻
下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）
所
収
「
仏
蘭
西
法
輸
入
の
先
駆
」
お
よ
び
手
塚
豊
『
明
治
民
法
史
の
研
究
　

下
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
）
所
収
「
フ
ラ
ン
ス
法
典
の
移
入
」。『
仏
蘭
西
法
律
書
』
が
現
在
の
「
六
法
」
の
語
源
と
な
っ
た
の

は
有
名
な
話
で
あ
る
。

（
44
）  

前
掲
村
田
「
法
律
の
沿
革
」
六
頁
。

（
45
）  

加
太
邦
憲
『
自
歴
譜
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
）
所
収
「
翻
訳
書
の
事
」
一
二
二
頁
。

（
46
）  

本
稿
で
は
、
明
治
八
年
翻
訳
局
訳
、
印
書
局
印
行
の
校
正
本
を
使
用
し
た
。
箕
作
の
訳
語
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
川
口
二
三
世
「
明
治
初
期
の

西
洋
法
律
書
の
翻
訳

―
箕
作
麟
祥
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
の
訳
語
に
つ
い
て

―
」（
国
語
国
文
、
六
三
―
一
二
、
一
九
九
四
）
に
詳
し
い
。

（
47
）  

筆
者
も
製
作
ス
タ
ッ
フ
を
務
め
る
霞
信
彦
監
修
『
法
務
史
料
展
示
室
だ
よ
り
　
歴
史
の
壺
』（
二
一
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
、
二
〇

一
〇
）
に
は
、
法
務
図
書
館
所
蔵
『
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』
に
関
す
る
史
料
紹
介
が
あ
る
。

（
48
）  

大
橋
昭
夫
・
平
野
日
出
雄
『
明
治
維
新
と
あ
る
お
雇
い
外
国
人
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
生
涯
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
八
）。
両
氏
は
、
フ
ル
ベ
ッ

キ
が
幕
末
維
新
期
に
活
躍
し
た
外
国
人
と
し
て
高
い
知
名
度
を
ほ
こ
り
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
な
業
績
に
つ
い
て
は
詳
細
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
・
法
律
・
政
治
・
宗
教
な
ど
広
域
に
わ
た
る
分
野
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、

そ
の
果
た
し
た
役
割
が
「
み
な
周
辺
の
領
域
の
助
言
に
と
ど
ま
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
、
研
究
者
が
本
腰
を
入
れ
て
研
究
す
る
対
象
に
な
ら
な
か
っ

た
」（
二
九
三
頁
）。
た
だ
し
、
同
書
に
は
改
定
律
例
を
改
定
律
令0

と
称
す
る
な
ど
の
誤
記
が
散
見
さ
れ
、
細
か
な
表
記
に
お
い
て
正
確
さ
の
信
憑

性
に
危
う
さ
を
含
む
も
の
と
い
え
る
。

（
49
）  

も
っ
と
も
箕
作
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
回
答
に
対
し
て
、
な
か
な
か
要
領
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
加
太
『
自
歴
譜
』
所
収
「
司
法
省
明

法
寮
に
入
学
、
法
学
を
修
め
し
事
」
一
〇
二
頁
）。

（
50
）  

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
独
逸
聯
邦
及
各
国
刑
法
比
較
書
』（
フ
ル
ベ
ッ
キ
選
、
光
増
重
健
編
、
元
老
院
旧
蔵
）
は
内
閣
文
庫
に
二
冊
の
所
蔵
が

認
め
ら
れ
る
。
太
政
官
橙
色
十
三
行
罫
紙
、
全
九
四
丁
。
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（
51
）  

法
務
図
書
館
所
蔵
『
独
逸
各
国
刑
法
比
較
纂
集
』（
全
三
冊
お
よ
び
全
五
冊
）
は
同
系
統
の
写
本
と
み
ら
れ
る
。

（
52
）  

前
掲
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
』
一
四
頁
。

（
53
）  

両
者
の
違
い
は
、
た
と
え
ば
「
ヲ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
」
刑
法
第
一
条
「
法
律
上
徒
刑
ヲ
以
テ
罰
ス
ヘ
キ
所
業
ハ
之
ヲ
重
罪
ト
ス
」
が
「
法
律
ニ
於

テ
重
懲
役
ノ
刑
ヲ
以
テ
罰
ス
可
キ
所
業
ヲ
重
罪
ト
ス
」
と
、
旧
刑
法
の
制
定
に
伴
う
体
裁
の
修
正
に
か
か
わ
る
も
の
が
多
い
。

（
54
）  
光
増
重
健
の
任
官
履
歴
は
、
前
掲
「
職
務
進
退
　
元
老
院
　
判
任
官
以
下
履
歴
原
書
　
転
免
死
亡
ノ
部
」
に
詳
し
い
。

（
55
）  
国
立
公
文
書
館
所
蔵
内
閣
文
庫
『
コ
ー
ド
ナ
ポ
レ
オ
ン
附
録
目
次
』（
フ
ル
ベ
ッ
キ
選
、
富
島
永
誉
・
光
増
重
健
編
）
お
よ
び
『
仏
国
森
林

法
』（
フ
ル
ベ
ッ
キ
訳
、
河
内
信
朝
・
光
増
重
健
編
）
な
ど
。

（
56
）  

前
掲
「
公
文
録
　
職
務
進
退
・
元
老
院
　
分
課
録
　
明
治
九
年
」
所
収
「
権
大
書
記
生
光
増
重
健
当
分
宿
直
ヲ
差
許
サ
ル
丶
ノ
件
」。

（
57
）  

前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』「
官
職
門
　
官
制
　
元
老
院
」
所
収
明
治
八
年
十
二
月
九
日
元
老
院
議
長
達
「
議
長
事
務
局
条
例
」。

（
58
）  G

riffis, W
illiam

 Elliot, Verbeck of Japan, N
ew
 York, 1900.

は
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
多
く
の
外
国
法
や
註
釈
書
の
翻

訳
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
、
元
老
院
で
は
激
務
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
す
る
書
簡
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
具
体
的
な
内
容
を
示
す

史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
。
高
谷
道
男
編
訳
『
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
集
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
七
八
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
59
）  

前
掲
「
公
文
録
　
職
務
進
退
・
勅
奏
判
等
外
雇
　
進
退
往
復
録
　
明
治
九
年
」
所
収
「
御
院
権
大
書
記
生
光
増
重
健
当
省
ヘ
採
用
致
度
云
々
司

法
省
ヨ
リ
照
会
同
上
回
答
同
二
十
四
日
本
人
所
労
ニ
付
出
頭
難
相
成
届
出
候
旨
ヲ
更
ニ
回
答
ス
同
十
月
三
日
再
応
照
会
ア
リ
」。

（
60
）  

光
増
は
九
州
出
身
の
士
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
廃
官
の
理
由
は
西
南
戦
争
と
の
関
係
が
考
え
得
る
が
、
病
床
に
あ
っ
た
と
も
あ
り
、
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。

（
61
）  

前
掲
新
井
「
旧
刑
法
の
編
纂
　
一
」
六
三
頁
。

（
62
）  

一
冊
目
の
第
五
・
第
六
・
第
七
お
よ
び
二
冊
目
の
第
十
に
「
氏
家
」
の
文
字
が
、
二
冊
目
第
十
一
お
よ
び
三
冊
目
第
十
三
・
第
十
四
・
第
十

五
・
第
十
六
・
第
十
七
に
「
今
村
研
介
」
と
あ
る
。

（
63
）  

今
村
研
介
の
略
歴
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
明
治
二
十
年
　
官
吏
進
退
十
一
　
司
法
省
一
」
に
詳
し
い
。

（
64
）  

山
脇
玄
は
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
福
井
藩
医
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
三
年
よ
り
七
年
間
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
法
学
博
士
の
学
位
を

修
得
す
る
。
帰
国
後
、
明
治
政
府
の
も
と
で
、
司
法
省
・
法
制
局
・
参
事
院
の
官
職
を
歴
任
し
、
貴
族
院
議
員
と
な
る
。
同
四
十
一
年
、
ド
イ
ツ

皇
帝
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
よ
り
王
冠
一
等
勲
章
を
贈
ら
れ
る
。
妻
房
子
は
山
脇
学
園
初
代
校
長
で
あ
る
。

（
65
）  

山
脇
玄
・
今
村
研
介
訳
『
独
逸
六
法
』（
東
京
独
逸
学
協
会
、
一
八
八
五
・
八
六
）。
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（
66
）  

ヒ
ュ
ウ
・
デ
・
グ
レ
ー
著
・
中
根
重
一
訳
『
独
孛
政
典
』（
氏
家
禎
介
、
一
八
八
三
―
八
六
）。

（
67
）  

独
協
学
園
百
年
史
編
纂
室
『
独
協
百
年
　
第
一
号
』（
独
協
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
九
）
所
収
「
独
逸
学
協
会
改
正
定
款
お
よ
び

会
員
名
簿
」。
独
逸
学
協
会
は
明
治
十
四
年
設
立
で
あ
る
。

（
68
）  
た
だ
し
、
ロ
ー
マ
刑
事
法
領
域
に
関
す
る
研
究
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
塙
浩
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
史
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
）
所

収
Ｒ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ペ
ル
「
ロ
ー
マ
刑
事
法
」、
Ｙ
・
ボ
ン
ジ
ェ
ー
ル
「
ロ
ー
マ
刑
事
法
」、
Ｍ
・
カ
ー
ザ
ー
「
ロ
ー
マ
刑
事
法
概
観
」）。
ロ
ー

マ
法
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
森
征
一
「
山
本
謙
三
訳
・
英
人
参
駝
児
斯
註
『
需
斯
知
尼
安
帝
法
典
』（
全
二
十
冊
）
を
め
ぐ

っ
て
」（
法
学
研
究
、
四
八
―
三
、
一
九
七
五
）
に
詳
し
い
。
西
洋
法
制
史
に
つ
い
て
は
、
慶
應
義
塾
大
学
薮
本
将
典
氏
に
有
益
な
示
唆
を
頂
戴

し
た
。

（
69
）  

前
掲
「
公
文
録
　
明
治
十
三
年
　
官
吏
進
退
」。「
外
一
名
」
と
い
う
の
は
山
脇
玄
の
こ
と
で
あ
る
。

（
70
）  

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
太
政
類
典
　
明
治
十
四
年
　
外
国
交
際
・
開
港
市
」
所
収
「
太
政
官
権
大
書
記
官
村
田
保
外
一
名
独
逸
国
滞
在
」。

（
71
）  

村
田
保
・
山
脇
玄
『
独
逸
法
律
書
』（
全
十
冊
、
内
務
省
、
一
八
八
八
）。
近
年
、『
日
本
立
法
資
料
全
集
　
別
巻
四
五
七
―
四
六
五
』（
二
〇
〇

七
―
一
〇
）
と
し
て
覆
刻
さ
れ
た
。

（
72
）  

『
独
逸
法
律
書
』（
第
九
冊
、
四
三
一
頁
）。
明
治
十
四
年
一
月
上
旬
よ
り
三
月
下
旬
ま
で
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
正
教
授
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
ベ
ル
ナ
ー
と
旧
刑
法
に
関
す
る
意
見
交
換
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
様
子
は
、「
一
週
間
に
三
回
づ
つ
数
ヶ
月
間
私
と
相
会
し
て
逐
条
同

氏
の
意
見
を
承
り
又
は
質
問
も
あ
り
云
々
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
（
前
掲
村
田
「
法
律
の
沿
革
」
一
六
頁
）。

（
73
）  

村
田
保
「
法
制
実
歴
談
」（
法
学
協
会
雑
誌
、
三
二
―
四
、
一
九
一
四
）
一
四
三
頁
。

（
74
）  

『
各
国
刑
法
比
照
　
一
』
二
一
・
二
二
頁
。

（
75
）  

搠
遜
、
挨
塞
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
グ
ス
エ
リ
ン
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
各
邦
、
ブ
ロ
ン
ズ
ウ
ィ
ク
、
不
来
梅
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
バ
ヒ
エ
ー
ル
、
瑞
西
シ

ヤ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
州
、
ア
ッ
ペ
ン
チ
エ
ル
州
、
ベ
ル
ン
州
、
ズ
リ
ク
州
が
挙
げ
ら
れ
た
。

（
76
）  

審
査
局
に
つ
い
て
は
、
浅
古
弘
「
刑
法
草
案
審
査
局
小
考
」（
早
稲
田
法
学
、
五
七
―
三
、
一
九
八
二
）
に
詳
し
い
。

（
77
）  

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
・
早
稲
田
大
学
編
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
　
第
Ⅳ
分
冊
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
）
所
収

「
刑
法
草
案
編
纂
日
誌
抜
抄
」（
二
九
二
四
―
二
九
二
七
頁
）
お
よ
び
「
日
本
帝
国
刑
法
初
案
」（
二
九
三
八
・
二
九
三
九
頁
）。

（
78
）  

前
掲
拙
著
「
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保
」
一
四
四
頁
。
村
田
本
「
日
本
刑
法
草
案
　
全
四
冊
」
は
、
現
在
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
刑
法
草

案
審
査
局
の
具
体
的
な
審
査
・
修
正
の
流
れ
を
、
村
田
保
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
分
析
で
き
る
新
し
い
史
料
と
い
え
よ
う
。
詳
細
は
次
稿
に
譲
る
。
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（
79
）  

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
刑
法
審
査
修
正
関
係
諸
案
』（
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
叢
書
一
四
、
一
九
八
四
）。

（
80
）  

近
代
文
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
田
口
慶
吉
「
近
代
太
政
官
文
書
の
様
式
に
つ
い
て
」（
北
の
丸
、
一
九
、
一
九
八
七
）、
中
野
目
徹
『
近
代
史

料
学
の
射
程
　
明
治
太
政
官
文
書
研
究
序
説
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
）
に
詳
し
い
。

（
81
）  
霞
信
彦
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て

―
伺
・
指
令
裁
判
体
制
を
中
心
に

―
」（
法
学
研
究
、
七
六
―
七
、
二
〇
〇
三
）。

（
82
）  
前
掲
拙
著
「
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保
」
一
三
七
頁
。

（
83
）  
明
治
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
枢
密
院
の
役
割
と
似
か
よ
っ
た
側
面
を
有
す
る
。

（
84
）  

□
は
史
料
の
状
態
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
文
字
で
あ
る
。
読
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
85
）  

た
と
え
ば
、
お
雇
い
外
国
人
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ド
ル
フ
は
「
此
刑
律
適
用
地
域
ノ
境
界
ニ
関
シ
テ
ハ
一
モ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
シ
」
と
批
評
す

る
（
内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
十
年
〕（
１
）
―
Ⅰ
』
日
本
立
法
資
料
全
集
二
〇
、
信
山
社
、
一
九
九
九
）。

（
86
）  

吉
井
蒼
生
夫
「
資
料
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
刑
法
修
正
案
意
見
書
」（
神
奈
川
法
学
、
二
七
―
二
・
三
、
一
九
九
二
）。

（
87
）  

前
掲
吉
井
「
資
料
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
刑
法
修
正
案
意
見
書
」
二
七
三
頁
。

（
88
）  

前
掲
村
田
「
法
律
の
沿
革
」
一
六
頁
。

（
89
）  

法
斎
隠
士
「
法
窓
雑
話
」（
法
学
協
会
雑
誌
、
一
〇
─
八
、
一
八
九
二
）。
修
正
の
う
え
、
穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』（
有
斐
閣
、
一
九
一
六
）

に
再
録
さ
れ
た
。

（
90
）  

山
室
信
一
『
法
制
官
僚
の
時
代
　
国
家
の
設
計
と
知
の
歴
程
』（
木
鐸
社
、
一
九
八
四
）
二
六
三
頁
。

（
91
）  

中
村
菊
男
『
近
代
日
本
の
法
的
形
成
　
条
約
改
正
と
法
典
編
纂
』（
有
信
堂
、
一
九
六
三
）
五
五
―
五
九
頁
。

（
92
）  

前
掲
村
田
「
法
律
の
沿
革
」
七
頁
。

（
93
）  

「
民
事
慣
例
類
集
」
の
編
纂
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
（
手
塚
豊
・
利
光
三
津
夫
編
『
民
事
慣
例
類
集
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書

二
四
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
六
九
）。

（
94
）  

た
と
え
ば
『
各
国
刑
法
比
照
』
に
収
め
ら
れ
た
大
宝
律
は
、
養
老
律
と
の
混
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
詳
細
な
検
討
は
加
え
て
い
な
い
。

〈
付
記
〉
史
料
閲
覧
に
際
し
て
ご
協
力
を
賜
っ
た
、
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
お
よ
び
法
務
省
法
務
図
書
館
な
ら
び
に
関
係
諸
機
関
に
こ
の
場
を
借
り
て

謝
意
を
表
し
た
い
。
本
研
究
の
一
部
は
、
筆
者
の
お
こ
な
っ
た
日
本
古
文
書
学
会
第
四
十
二
回
大
会
で
の
発
表
を
も
と
に
、
慶
應
義
塾
大
学
平
成

二
十
一
年
度
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
研
究
助
成
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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三
田
　
奈
穂
（
み
た
　
な
ほ
）

　
所
属
・
現
職
　
中
央
学
院
大
学
法
学
部
兼
任
講
師

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
法
制
史
学
会
、
日
本
古
文
書
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
日
本
法
制
史
（
近
代
）

　
主
要
著
作
　
　「
旧
刑
法
『
数
罪
俱
発
』
条
成
立
に
関
す
る
一
考
察

―
司
法
省
段
階
に
お
け
る
編

纂
を
中
心
と
し
て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
七
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　「
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保

―
数
罪
俱
発
案
を
手
掛
か
り
と
し
て

―
」『
法
学
政

治
学
論
究
』
第
七
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）


